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“

　
【
要
約
］
院
内
銀
山
の
研
究
「
銀
山
領
有
の
機
構
」
（
本
誌
三
四
の
四
ソ
「
生
産
の
形
態
と
総
織
」
　
（
同
三
六
の
一
）
「
銀
生
産
の
動
向
」
「
銀
鴬
町
の
構
成
」

の
四
章
の
内
、
第
三
章
に
当
る
。
一
六
〇
七
年
採
鉱
が
開
始
せ
ら
れ
て
数
ヶ
年
を
最
盛
と
し
、
そ
の
後
三
〇
年
代
に
か
け
て
急
速
に
産
銀
の
滅
少
し
て
い
く
過

程
は
、
当
時
の
秋
田
藩
士
梅
津
政
景
の
日
記
に
よ
っ
て
確
実
に
知
ら
れ
る
。
こ
の
三
〇
年
足
ら
ず
の
間
に
も
、
坑
の
興
廃
変
遷
は
甚
し
く
、
院
内
の
最
盛
を
作

っ
た
初
期
の
千
枚
平
そ
の
他
の
主
要
坑
は
、
数
年
の
内
に
殆
ん
ど
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
原
因
の
一
は
涌
水
で
そ
の
た
め
開
創
草
々
、
千
枚
平
の
大
排
水
坑

が
掘
ら
れ
、
ま
た
四
〇
〇
米
内
外
に
及
ぶ
煤
塵
坑
が
い
く
つ
も
掘
ら
れ
た
。
ま
た
当
時
の
経
営
法
が
、
山
　
の
荒
廃
に
拍
車
を
か
け
た
。
そ
れ
は
一
坑
叉
は
坑
内

の
支
坑
を
単
位
と
し
、
短
期
闘
（
一
〇
日
一
三
〇
臼
）
の
稼
行
を
以
て
、
山
師
を
競
争
せ
し
め
た
か
ら
で
、
こ
の
怯
は
一
時
に
貴
金
属
の
塵
額
を
増
大
し
、
封

建
領
主
の
収
礪
を
大
き
く
し
た
が
、
出
師
は
無
計
概
に
良
鉱
の
み
を
追
求
し
た
の
で
、
山
を
荒
廃
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
院
内
の
産
銀
高
は
一
八
世
紀
末
に
な

っ
て
、
始
め
て
確
知
さ
れ
る
が
、
鉱
山
　
の
諸
税
・
精
錬
用
の
鉛
の
使
重
量
の
亦
偽
遣
よ
り
も
、
初
期
の
巨
大
な
塵
銀
と
そ
の
後
の
概
況
が
推
測
せ
ら
れ
る
。
開
創

当
時
の
最
盛
期
は
年
塵
二
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
に
達
し
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
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剛
　
稼
行
坑
と
そ
の
推
移

慶
長
＝
一
年
採
鉱
を
始
め
て
か
ら
ご
○
余
ケ
年
闇
…
に
稼
行
せ
ら
れ

銀
生
産
の
鋤
向
（
一
）
　
（
小
葉
田
）

た
諸
坑
を
、
政
景
口
記
中
よ
り
抽
出
し
て
見
る
に
、
盛
衰
鼠
ハ
亡
の
甚

し
い
事
実
に
驚
く
ば
か
妙
で
あ
る
。
当
時
に
お
い
て
已
に
然
り
で
あ

り
、
そ
の
殆
ど
が
お
そ
ら
く
崩
落
廃
滅
し
、
そ
の
後
三
〇
〇
年
殊
に

二
七



　
　
　
　
　
銀
生
産
の
勲
岬
向
（
一
）
　
（
小
葉
田
）

明
治
以
後
の
大
規
模
な
掘
難
工
事
の
施
行
の
結
果
と
相
侯
っ
て
、
現

在
そ
の
跡
を
指
摘
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
寛
政
元
年
の
薪
古

の
鋪
の
書
上
を
見
て
も
、
こ
れ
を
明
白
に
寛
永
以
前
の
そ
れ
に
比
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
得
る
屯
の
は
軽
ん
ど
な
い
。

　
政
断
旨
記
に
は
間
歩
、
敷
（
鋪
）
の
称
は
、
・
大
体
混
荒
し
て
使
用

し
て
い
る
が
、
闇
歩
は
通
常
本
書
即
ち
四
つ
留
口
を
以
て
外
部
に
開

い
た
坑
を
指
し
て
い
る
。
本
敷
は
至
宝
要
録
に
い
う
本
番
で
あ
り
、

本
敷
は
も
と
よ
り
、
本
敷
の
坑
・
内
に
目
を
付
け
た
横
番
、
及
び
横
番

の
坑
内
皆
を
つ
け
た
震
轟
馨
灘
う
も
当
選
あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
山
師
稼
行
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。

慶
長
i
寛
永
年
闇
の
稼
行
坑
を
次
に
考
述
し
よ
う
。

千
　
放
　
平

滝
ノ
下
大
切
山
　
滝
ノ
下
大
水
貫
と
も
記
さ
れ
、
銀
山
開
創
よ
り
の
主
要
鉱

　
坑
の
集
中
し
た
千
枚
平
の
中
枢
的
な
排
水
坑
と
し
て
掘
ら
れ
た
。
慶
長

　
　
一
七
年
頃
は
藩
費
を
以
て
普
請
せ
ら
れ
た
よ
う
で
、
政
景
日
記
に
撫
切
山

　
と
記
す
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
5
。
こ
の
大
切
山
ば
、
現
在
も
十
分
一
村

　
の
や
や
銀
出
川
下
流
に
開
口
し
て
い
る
大
切
山
と
は
別
で
後
者
は
宝
永
年

専
務
・
突
排
沓
で
細
魚
賑
鯉
雛
灘
饗
照
村
山
幽
草

　
衛
が
滝
を
登
っ
て
銀
鉱
を
発
見
し
た
と
伝
∵
湿
る
が
、
こ
の
滝
は
現
在
も
不

一一

ｪ

鋤
堂
の
下
方
に
懸
り
、
不
動
滝
と
呼
幡
れ
る
。
恐
ら
く
そ
の
下
方
よ
り
掘

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
切
山
の
瞥
請
が
、
慶
長
一
七
年
頃
壁
織
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
同
年
四
月
大
工
の
請
求
に
よ
り
当
番
の
山
奉
行
政
景
は
、
前

当
番
の
川
井
氏
よ
り
萄
分
の
鉱
売
代
銀
を
受
取
っ
て
賃
銀
を
突
払
っ
て
い

る
事
実
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
』
こ
の
大
水
貫
は
最
初
は
大
坂
久
左
衛
門
が

講
け
て
普
諮
…
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
藩
営
と
な
っ
た
頃
は
彼
は
非

常
に
窮
乏
し
て
い
た
。
銀
山
記
に
は
、
久
左
三
門
が
滝
ノ
下
大
水
貫
を
切

っ
た
と
記
し
て
い
る
。
慶
長
一
七
年
六
月
、
政
景
よ
り
御
玉
山
の
状
況
を

報
告
し
た
と
き
、
義
宜
は
、
将
来
は
藩
営
に
あ
ら
ざ
る
平
山
と
す
る
意
で

あ
る
．
Σ
を
示
し
、
「
あ
と
く
欝
の
御
切
山
へ
幽
候
鍵
共
、
売
立
の

銀
を
も
、
久
左
衛
門
二
被
下
野
外
は
、
御
運
上
二
さ
し
あ
け
候
へ
」
と
命

じ
た
と
い
ら
。
花
詩
売
立
銀
の
蔀
を
久
左
衛
門
に
与
え
た
の
は
・
彼

が
藩
営
と
な
る
ま
で
は
普
請
し
た
た
め
で
あ
ら
5
。
大
切
山
が
切
り
進
め

ら
れ
る
と
と
も
に
、
浸
水
の
た
め
仕
捨
て
ら
れ
た
上
部
諸
坑
が
蘇
生
し
、

ま
た
近
傍
の
坑
も
樋
引
逆
水
し
て
復
興
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

長
一
七
年
四
月
、
嘉
右
衛
門
木
立
横
番
の
二
長
ほ
ど
上
方
を
霰
い
た
が
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
に

そ
の
繭
鼠
取
に
浸
水
の
た
め
断
り
問
歩
と
な
っ
て
い
た
本
敷
を
、
大
水
貫
の

切
り
進
む
と
と
も
に
近
く
排
水
成
る
を
夢
想
し
て
運
上
墾
δ
欝
を
以
て

申
請
し
て
い
る
。
彫
嘱
労
い
噸
四
一
二
．
六
月
に
山
蘇
行
よ
り
「
御
切
山
よ
り
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う
ち
ぬ
か
れ
候
間
分
『
大
愚
二
、
宿
ふ
し
ん
ノ
漬
数
．
坐
－
分
宛
可
出
帰
候
へ
」

　
と
命
じ
た
。
満
右
衛
門
普
請
の
横
番
難
つ
は
御
　
切
山
打
貫
の
上
部
に
あ
り
、

　
塞
敷
の
札
を
与
え
ら
れ
ず
は
横
番
に
浸
水
す
る
と
い
弓
満
潜
衛
門
の
申
請

　
に
偽
雷
あ
り
と
て
、
横
番
一
つ
を
没
収
し
、
残
り
二
つ
に
対
し
て
は
「
御

　
切
出
ふ
し
ん
致
候
臼
数
之
内
、
半
分
ハ
御
塩
釜
之
内
也
」
と
し
た
の
も
同

　
旨
で
あ
る
。
切
販
日
数
は
普
講
日
数
の
一
割
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

　
普
請
臼
数
を
講
減
し
、
つ
ま
り
切
坂
田
数
を
半
分
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
彫
」
熊
承
四
一
〇
。
同
年
一
〇
月
山
奉
行
の
一
入
警
急
左
門
が
銀
山
で
急
死

　
し
、
政
景
が
諸
運
上
銀
等
を
引
継
い
だ
と
き
、
問
一
六
年
の
大
切
則
の
荷

一
〇
、
＝
両
月
分
の
売
立
銀
が
含
ま
れ
て
い
た
。
健
言
置
時
の
闘
歩

出
行
嚢
出
が
通
巻
で
業
主
の
山
師
か
ら
運
上
銀
笛
欧
を
滞
納
し
た
が
、

　
大
切
則
に
関
し
て
は
荷
即
ち
鉱
石
が
公
堕
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
忍
男
に
荷

　
分
法
が
採
用
せ
ら
れ
た
た
め
で
、
大
切
山
　
が
蕪
…
営
で
あ
っ
た
こ
と
に
閣
連

　
が
あ
る
。

大
切
忠
之
内
越
後
七
郎
兵
衛
横
番
大
切
山
横
番
越
後
七
郎
兵
衛
敷
と
も
記

　
さ
れ
、
大
切
山
内
の
横
番
で
あ
る
。
慶
長
一
七
年
三
月
一
臼
工
番
山
と
な

　
り
、
京
の
五
郎
兵
衛
が
請
け
た
。
二
番
出
は
三
〇
日
山
で
、
公
納
四
、
山

　
師
一
の
率
に
よ
る
荷
分
法
が
行
わ
れ
た
。
激
田
額
で
は
初
期
に
は
七
分
法

　
は
一
般
に
採
用
せ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
特
別
の
場
合
に
実
施
し
た
こ
と
は

　
　
　
　
　
報
生
壁
の
鋤
｝
向
ハ
一
）
　
（
小
葉
田
）

　
前
述
し
た
。
二
番
幽
稼
行
中
に
、
五
郎
兵
禰
の
大
工
が
鍵
を
盗
み
籠
舎
さ

　
れ
た
事
件
が
起
り
、
五
郎
兵
衛
志
逃
亡
し
た
か
ら
、
岡
じ
荷
分
法
の
下
に
、

　
大
坂
套
右
衛
門
他
聴
入
が
請
け
た
。
薫
蒸
一
一
5
一
〇
．

大
切
由
之
内
太
郎
兵
衛
激
慶
長
一
七
年
三
月
七
郎
兵
衛
敷
、
太
郎
兵
衛
敷

　
の
荷
を
川
井
氏
よ
り
売
却
し
て
い
る
。
太
郎
兵
衛
敷
も
大
切
山
の
横
番
で

募
け
し
た
・
と
が
射
れ
る
．
芝
黎

大
切
山
之
内
源
友
衛
門
敷
　
大
坂
久
左
衛
門
札
本
で
羅
張
介
次
が
普
請
し
、

　
慶
長
一
九
年
六
月
切
取
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
も
大
切
三
内
の
横
番
ら
し

　
、
。
暁
丙
銀
山
灘
者
戊
敗
帳

　
し
　
　
ケ
…
九
、
六
、
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

大
切
山
之
内
与
左
衛
門
本
緻
及
び
横
番
　
大
切
山
之
内
と
記
す
が
、
こ
れ
は
　
　
3
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
次
の
満
右
衛
門
本
敷
の
実
情
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
与
左
衛
門
本
敷

　
は
四
つ
留
口
を
も
つ
黒
髪
で
あ
ら
う
。
四
つ
留
口
が
大
切
自
口
に
近
く
、

　
或
は
容
易
に
大
切
山
に
排
水
し
得
た
関
係
か
ら
、
大
切
山
之
内
と
し
た
の

　
で
あ
ろ
5
。
腿
長
一
九
年
頃
、
樋
引
に
よ
る
か
な
り
大
規
膜
な
本
敷
の
排

　
水
作
業
を
山
師
に
請
け
さ
せ
、
或
墜
藩
営
で
施
行
し
て
い
る
。
当
時
こ
の

　
敷
の
横
番
の
他
に
本
敷
の
樋
引
を
休
む
と
大
切
山
の
横
番
で
浸
水
す
る
も

　
の
の
み
で
も
、
大
坂
久
蔵
の
八
、
備
前
惣
右
衛
門
の
コ
、
能
登
太
郎
兵
衛
ド

皇
あ
り
と
い
わ
れ
た
。
2
謎

　
　
　
　
（
万
）

大
切
山
之
内
理
右
衛
門
本
敷
及
び
横
番
　
前
述
し
た
通
り
、
慶
長
一
七
年
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
銀
生
薩
の
鋤
向
へ
一
）
（
小
葉
田
）

　
月
越
西
塔
右
衛
門
普
請
巾
の
横
番
三
つ
の
下
部
を
大
切
山
が
打
貫
き
、
そ

　
の
直
前
に
捨
り
聞
歩
の
本
敷
の
稼
行
を
申
請
し
た
が
諮
さ
れ
ず
、
六
月
さ

　
ら
に
本
激
の
札
を
下
附
さ
れ
な
け
れ
ば
三
つ
の
横
番
も
浸
水
の
た
め
普
請

　
不
能
で
あ
る
と
申
し
立
て
た
。
即
ち
本
敷
の
普
請
撲
水
が
必
要
で
あ
る
と

　
し
た
が
、
横
番
ほ
い
つ
れ
も
大
切
肉
の
上
部
に
あ
っ
て
排
水
さ
れ
る
か
ら
、

　
勘
右
衛
門
の
偽
署
を
勤
め
て
横
番
二
つ
を
押
収
し
た
。

滝
ノ
下
大
水
震
之
内
大
坂
久
左
衛
門
間
歩
横
番
　
久
虚
衛
…
門
間
歩
は
慶
長
一

　
七
年
頃
は
栓
捨
て
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の
横
番
は
三
月
に
一
番
目
と

　
し
て
運
上
一
、
〇
五
〇
冒
で
白
｝
匁
吉
兵
衛
が
請
け
た
。
排
水
の
た
め
樋
一

　
挺
で
は
及
ば
ず
、
山
　
奉
行
の
検
使
の
下
に
、
普
請
三
恐
龍
と
し
樋
一
挺
を

増
し
た
。
こ
の
軽
量
運
曇
り
免
除
さ
れ
る
。
黒
字

滝
ノ
下
大
津
弥
右
衛
門
間
歩
　
慶
長
一
七
年
一
〇
月
大
津
弥
宿
衛
門
は
滝
ノ

　
下
に
大
切
山
普
請
し
た
。
こ
れ
は
切
山
づ
ま
り
始
め
て
坑
を
掘
る
免
許
を

　
求
め
た
め
で
あ
る
。
政
景
は
検
分
の
上
腐
望
と
認
め
て
、
切
山
前
方
に
在

　
つ
た
住
家
六
、
七
軒
を
撤
去
さ
せ
て
聞
歩
小
屋
を
作
ら
し
め
た
。
普
請
は

　
翌
年
四
月
頃
も
続
け
ら
れ
た
。
政
景
が
「
被
見
立
間
分
之
儀
ハ
な
ミ
の
横

　
番
さ
ら
へ
ふ
し
ん
な
と
と
絹
違
憲
、
其
故
ハ
地
形
よ
き
所
と
存
弥
右
衛
門

竜
過
分
と
造
作
を
入
大
切
由
致
し
、
叉
我
等
両
入
も
可
然
か
と
思
ひ
前
々

　
、
よ
り
有
付
・
軍
人
を
も
山
ハ
、
七
人
譜
面
い
た
て
被
闘
馬
刀
小
屋
v
為
作
候
」
と
記
し

三
σ

　
て
期
待
し
た
中
越
歩
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
。

　
ヶ
’
一
七
、
　
一
〇
、
二
三
。
臨
内
銀
肉

　
鑓
齎
戒
敗
人
頗
グ
一
八
、
四
、
二
七

喜
左
衛
門
本
激
・
，
十
七
貫
之
内
与
三
左
衛
門
敷
・
同
孫
左
衛
門
敷
　
十
七
貫

　
は
銀
肉
關
…
創
の
頃
に
一
番
山
運
上
銀
一
七
貫
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
間

　
歩
で
あ
る
。
慶
長
一
六
年
か
ら
山
　
先
藤
兵
衛
が
葛
左
結
門
本
激
を
、
加
賀

　
佐
兵
衛
が
十
七
貫
間
歩
の
横
番
与
三
左
衛
門
敷
を
、
丹
後
徳
右
衛
門
が
同

　
じ
く
孫
左
衛
門
敷
を
普
請
し
た
。
翌
年
春
に
は
涌
水
の
た
め
作
業
不
能
で
、

　
山
奉
行
羽
石
内
記
の
裏
判
を
と
り
普
請
を
中
止
し
、
樋
立
の
雄
噂
し
て
い

　
た
聞
に
、
大
坂
久
左
衛
門
が
政
景
よ
り
漸
札
を
と
っ
た
。
三
人
は
四
月
五

　
臼
よ
り
樋
立
て
を
申
し
掲
て
敷
は
返
渡
さ
れ
た
。
徳
店
衛
門
の
敷
は
関
二

〇
月
に
五
、
一
δ
○
目
の
運
缶
と
な
っ
た
。
陀
墜
。
三
国
．

八
難
陸
戦
鼠
本
敷
及
び
横
番
　
慶
長
一
七
年
一
〇
月
頃
、
大
坂
久
左
衛
門
、

　
能
登
太
郎
兵
衛
、
大
坂
五
兵
衛
が
そ
れ
ぞ
れ
普
請
し
て
い
た
横
番
が
あ
る
。

　
そ
の
頃
伊
勢
甚
三
郎
が
八
貫
五
百
製
本
敷
と
横
番
合
わ
せ
て
六
つ
を
稼
行

　
し
て
お
り
、
浸
水
の
勢
い
が
強
く
か
け
樋
で
四
貫
三
百
目
間
歩
に
通
じ
、

　
四
貫
三
百
目
念
慮
内
で
樋
引
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
隅
じ
八
樗
日
限
蔚
鼠
の

　
横
番
を
普
請
し
た
前
述
の
三
人
の
協
力
を
求
め
た
。
久
左
衛
…
門
の
横
番
は

同
一
〇
月
に
二
、
蓋
○
資
の
運
缶
と
な
っ
た
。
彫
・
疵
、
二
℃
↓
二
δ
．

　
ま
た
別
に
播
磨
讐
七
の
普
請
し
た
横
番
が
あ
っ
た
、
慶
長
一
七
年
五
月
に
、
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そ
の
内
の
小
横
番
を
大
坂
彦
七
郎
願
い
幽
で
て
札
を
渡
さ
れ
た
が
、
こ
の

　
小
横
番
は
横
番
の
天
井
を
普
請
し
た
の
で
、
横
番
に
土
石
が
落
ち
廊
下
が

　
詰
ま
り
妨
轡
と
な
る
と
い
う
の
で
、
憲
七
の
要
請
に
よ
っ
て
葎
三
郎
の
札

　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
召
し
上
げ
し
い
る
。
勲
・
規
、

八
貫
五
颪
貫
之
内
正
左
衛
門
本
敷
及
び
横
番
　
正
左
衛
門
本
綴
は
恐
ら
く
八

　
貫
五
百
羅
吟
歩
に
近
毒
し
た
坑
で
あ
ろ
う
。
こ
の
敷
は
加
賀
佐
兵
衛
、
横

　
番
は
山
先
藤
兵
衛
が
、
慶
茸
山
六
年
か
ら
普
請
し
た
。
横
番
は
・
本
紙
の
下

　
部
を
掘
り
進
ん
だ
ら
し
く
、
翌
年
四
月
佐
兵
衛
は
鉱
を
追
う
て
下
方
に
切

　
り
進
め
、
争
論
と
な
っ
た
。
猛
煙
の
検
分
の
ほ
か
に
、
類
纂
分
の
山
　
先
山

　
師
の
判
定
を
参
考
と
し
て
藤
丘
ハ
衛
の
理
に
裁
決
さ
れ
た
。
こ
の
横
番
は
同

時
に
切
取
と
な
っ
た
ら
し
く
、
四
月
晦
臼
ま
で
を
切
取
期
限
と
し
、
五
月

　
一
日
壷
入
の
と
こ
ろ
、
四
月
二
七
一
二
八
日
降
雨
に
よ
る
浸
水
緋
除
の
た

　
め
二
B
間
の
普
請
分
を
山
奉
行
よ
り
認
鰐
さ
れ
た
。
つ
ま
り
切
取
期
限
が

　
一
一
臼
延
び
た
の
で
あ
る
。
彫
」
黒
い
醐
、
一
七
。

八
貫
玉
宇
目
之
内
三
九
郎
敷
の
横
番
　
三
九
郎
敷
も
入
貫
五
百
目
聞
歩
に
隣

　
回
し
た
間
断
で
あ
ら
5
。
こ
の
横
番
は
慶
長
一
八
年
五
月
山
沿
二
郎
右
衛

門
に
切
取
が
与
え
ら
れ
た
。
塒
燃
誌
譲
敗
入
帳

四
貫
三
百
圏
本
敷
及
び
横
番
丹
後
与
兵
衛
、
大
坂
五
兵
衛
、
白
銀
屋
九
兵

　
衛
が
組
を
以
て
、
本
震
及
び
横
番
を
普
請
し
た
が
、
慶
長
一
七
年
七
月
九

　
　
　
　
銀
生
産
の
勲
向
、
（
｝
）
　
（
小
葉
薦
）

　
兵
衛
が
横
番
普
請
を
あ
け
た
論
臆
こ
と
を
山
廻
に
発
見
さ
れ
普
請
あ
け
の

　
無
届
を
黒
め
ら
れ
て
札
を
没
収
さ
れ
た
。
組
と
い
つ
，
て
も
各
自
が
札
を
と

　
り
、
担
当
し
た
敷
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
没
収
の
横
番
を
他
の
二
人

　
に
渡
さ
ん
と
し
た
が
、
　
コ
肉
人
致
被
預
候
ヘ
ハ
あ
ひ
見
仕
候
問
、
与
兵
衛

　
二
被
仰
候
様
一
こ
と
い
う
五
兵
衛
か
ら
の
申
し
鐵
に
よ
り
与
兵
衛
に
渡
さ

　
れ
た
。
し
か
し
三
つ
の
横
番
と
竜
狭
く
排
水
が
で
き
ぬ
た
め
コ
入
の
申
請

　
に
従
っ
て
、
と
さ
ぎ
を
は
ず
し
樋
立
て
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
、
一
一
枚
の

札
を
一
枚
に
切
り
替
発
。
陀
落
勢
三
．

四
貫
三
函
目
之
内
孫
左
衛
門
敷
・
璽
右
衛
門
敷
・
灘
右
衛
門
敷
・
七
郎
兵
衛

　
激
　
こ
の
四
七
は
四
貫
三
百
臼
の
横
番
で
、
慶
長
一
八
年
極
月
大
津
孫
左

衛
門
、
丹
後
与
兵
衛
二
人
が
恐
ら
く
組
を
以
て
、
夕
立
の
た
め
と
さ
ぎ
を
は

　
ず
し
、
四
敷
を
一
つ
と
し
て
請
け
た
。
前
年
の
一
一
月
頃
に
は
四
貫
三
百

　
圏
本
堂
の
浸
水
強
く
捨
り
と
な
っ
て
い
た
が
、
越
後
七
郎
兵
衛
は
四
貫
三

　
百
目
と
大
切
山
　
の
内
を
疏
通
し
、
水
坪
を
切
っ
て
四
貫
三
百
濤
の
水
を
汲

　
み
入
れ
、
そ
こ
か
ら
大
切
自
へ
逆
引
す
る
計
画
を
申
し
出
て
い
る
。
山
奉

　
行
は
こ
れ
に
圃
着
し
、
水
位
下
の
横
番
に
お
い
て
鍵
に
付
次
第
に
、
一
つ

　
づ
つ
切
取
を
与
え
運
上
と
す
る
こ
と
と
し
、
七
郎
兵
衛
に
札
を
与
え
ん
と

　
し
た
。
し
か
る
に
七
郎
兵
衛
の
㎞
報
告
は
、
山
廻
の
検
分
と
畑
…
相
し
た
の
で
、

札
を
取
り
上
げ
た
。
さ
て
孫
左
衛
門
ら
の
請
け
た
罎
敷
の
内
、
翌
慶
長
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
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銀
生
薩
の
動
瓢
四
（
一
）
　
（
小
董
ρ
瞬
）

　
　
九
年
六
月
に
七
郎
兵
衛
敷
の
み
鉱
に
付
き
切
取
を
願
い
出
で
た
が
、
他
の

　
　
敷
は
浸
永
強
く
満
水
及
び
普
請
も
怠
っ
て
い
た
ら
し
い
。
政
景
は
そ
れ
を

　
　
誉
め
て
、
七
郎
兵
衛
敷
の
み
の
遣
取
を
仕
法
通
り
に
請
求
す
る
は
不
当
で

　
　
あ
る
と
し
、
切
販
な
し
の
直
入
を
命
じ
た
。
四
貫
三
百
目
黍
敷
が
、
大
切

　
山
　
に
近
く
而
も
そ
の
下
部
に
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
七
郎
兵
衛
の
計
画
か

　
　
ら
腐
せ
ら
れ
る
が
、
罫
書
「
当
無
無
論
中
よ
り
千
枚
滝
下
大
切
出
之

　
　
四
ッ
留
ま
で
水
仕
上
り
、
よ
り
の
、
横
番
さ
へ
な
り
か
ね
た
る
よ
し
及
承
候

　
　
処
二
階
聞
分
羅
漢
二
段
深
く
さ
か
り
云
・
」
と
記
し
て
い
る
。
二
燕
．

　
　
花
営
、

　
松
右
衛
門
敷
　
慶
長
一
八
年
の
暮
に
能
登
太
郎
兵
衛
・
伊
勢
作
左
衛
門
が
醤

　
左
衛
門
よ
り
こ
の
敷
を
運
上
に
申
請
け
た
と
あ
る
。
薯
左
衛
門
は
こ
の
敷

　
　
の
普
請
切
取
に
当
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
本
敷
横
番
の
関
係
は
明

　
ら
か
で
な
い
。
媚
納
画
仙
踊
噺
或
麗
人
鰻

備
前
次
左
衛
門
切
山
横
番
　
寛
永
コ
年
正
月
備
前
次
座
衛
門
劇
評
の
横
番
に
、

　
九
五
〇
目
と
五
一
〇
目
の
運
上
出
が
で
き
た
。
韓
猟
、

本
　
肉
　
平

広
昆
介
曼
衛
間
歩
横
番
　
慶
長
一
七
年
三
月
備
前
三
右
衛
門
の
切
取
が
あ
っ

　
た
。
3
・
爵
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仁
）

広
農
介
兵
衛
間
歩
之
内
二
右
衛
門
緻
薩
長
一
七
年
四
月
播
磨
次
兵
衛
切
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
を
与
え
ら
れ
た
が
、
無
論
を
願
い
出
て
そ
の
結
果
は
経
費
以
上
の
出
銀
が

　
な
い
の
で
、
認
容
を
続
け
し
め
た
。
と
こ
ろ
が
数
■
日
の
内
に
切
取
と
な
つ

　
た
ら
し
い
が
、
そ
の
鉱
は
備
前
二
右
衛
門
の
普
請
の
敷
と
落
合
つ
た
場
所

　
に
在
っ
た
。
そ
こ
で
両
者
の
争
論
と
な
り
、
出
廻
検
分
の
結
果
、
と
さ
ぎ

　
を
立
て
、
次
の
月
か
ら
二
右
衛
門
の
切
取
を
命
じ
た
。
二
右
衛
門
警
請
の

敷
と
は
、
前
月
八
田
に
一
度
切
取
を
与
え
ら
れ
た
広
嶋
介
兵
衛
間
歩
横
番

　
仁
右
衛
門
敷
と
詑
さ
れ
る
も
の
で
、
一
一
右
衛
門
が
浸
水
を
訴
え
て
普
謂
と

　
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
敷
に
切
詰
の
方
向
に
辱
な
く
、
堂
下
の
中

を
の
み
て
鰐
立
穴
を
切
り
鉦
気
を
見
出
し
、
翅
取
を
命
じ
ら
れ
た
が
、

水
が
響
、
脚
立
の
場
普
請
を
許
さ
れ
て
い
た
。
三
鷹
二
監
繭
四
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

大
津
弥
右
衛
門
問
探
題
敷
及
び
横
番
　
本
祭
は
山
　
薫
製
左
衛
門
慶
長
一
七
年

　
正
月
よ
り
普
請
し
、
八
月
太
郎
介
横
番
を
請
け
て
、
と
さ
ぎ
を
ぱ
ず
し
一

　
つ
に
し
て
普
請
し
た
。
太
郎
介
横
番
は
太
郎
介
聞
歩
横
番
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
5
。
別
に
弥
右
衛
門
聞
歩
の
横
番
を
正
左
衛
門
札
本
で
、
京
五
郎
右

　
衛
門
、
播
磨
義
訓
が
請
け
、
ま
た
同
じ
く
横
番
の
赤
助
敷
を
正
左
衛
門
が

　
そ
れ
ぞ
れ
普
請
し
、
赤
助
敷
の
内
一
丁
前
は
備
前
二
右
衛
門
が
請
け
て
い

た
。
馳
康
寿
謹
．
同
、
八
、
憂
．

正
宕
衛
門
間
歩
川
下
横
番
　
慶
長
一
八
年
藩
越
中
津
兵
衛
が
普
請
し
て
い
る
。

三
十
豊
平
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三
＋
枚
平
間
歩
　
元
和
四
年
四
月
久
保
田
に
在
っ
て
惣
寓
奉
行
に
蟻
る
職
に

　
あ
っ
た
政
景
が
検
分
し
て
、
近
き
将
来
に
鉱
に
つ
く
こ
と
を
豫
醜
し
、
普

　
請
に
対
し
貸
下
ゴ
δ
石
を
許
し
て
い
る
。
醗
認
こ
の
聞
事
は
三
＋
枚

　
平
の
親
無
援
で
は
な
く
て
、
そ
の
後
、
見
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
不
動
滝
の
近
く
に
三
十
枚
沢
が
あ
る
。
銀
山
　
蘭
創
の
頃
に
、
一
番
山
運
上

　
銀
三
〇
枚
の
間
歩
が
開
か
れ
、
こ
の
閥
歩
を
醜
聞
歩
と
し
て
、
こ
の
平
を

　
三
ヤ
枚
平
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
三
＋
枚
軍
之
内
蔑
五
右
衛
門
間
歩
横
番
　
慶
長
一
七
年
　
二
月
運
上
銀
三
〇
目

　
で
播
磨
次
丘
ハ
衛
が
請
け
て
い
る
。

中
　
由
　
平

酒
田
左
次
右
衛
門
間
寝
声
内
正
兵
衛
問
歩
　
中
山
平
は
不
動
滝
の
上
流
、
善

　
兵
衛
沢
と
堂
々
の
中
間
で
あ
る
。
慶
長
一
七
年
二
月
加
賀
佐
兵
衛
、
正
兵

　
衛
間
歩
を
請
け
、
一
瓢
月
浸
水
の
た
め
普
請
申
止
の
山
奉
行
羽
石
内
記
の
裏

　
書
を
と
っ
た
。
四
月
大
坂
彦
三
郎
、
堺
源
左
衛
門
、
捨
り
聞
歩
と
し
て
札

　
を
取
り
、
翌
月
彦
三
郎
の
大
工
は
、
隣
接
し
た
理
兵
衛
間
歩
よ
り
と
さ
ぎ

　
を
は
ず
し
て
庄
兵
衛
敷
に
入
っ
た
。
理
兵
衛
間
歩
よ
り
ぬ
け
た
の
は
、
左

　
次
右
衛
門
聞
分
に
土
石
が
落
ち
て
塞
が
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た

　
右
の
と
さ
ぎ
は
、
庄
兵
衛
激
に
入
り
一
身
半
ほ
ど
普
請
し
た
と
き
佐
兵
衛

　
が
山
廻
の
検
分
の
下
に
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
佐
兵
衛
は
彦
三
郎
の
普
請

　
　
　
　
　
銀
生
産
の
勲
向
（
一
）
（
小
葉
田
）

　
　
の
不
畿
を
訴
え
た
に
対
し
、
政
景
は
彦
兵
衛
が
左
次
右
衛
門
三
選
横
番
の

　
札
で
他
の
間
歩
よ
り
入
っ
た
こ
と
を
唇
め
て
札
を
没
収
し
、
佐
兵
衛
は
こ

　
　
れ
ら
の
不
法
を
早
く
申
告
せ
ざ
る
を
以
て
同
じ
く
札
を
取
り
上
げ
た
。
出

　
廻
が
と
さ
ぎ
を
立
て
た
専
断
を
責
め
て
、
敷
津
指
南
の
山
番
を
国
払
に
処

　
　
し
、
闇
歩
は
六
郷
孫
左
衛
門
が
請
け
た
。
勉
矯
、

　
塩
飽
弥
右
衛
門
間
歩
又
右
衛
門
敷
　
慶
長
」
七
年
三
月
播
磨
の
毒
ノ
介
な
る

　
も
の
叉
右
衛
門
敷
の
鑓
の
出
入
が
あ
り
籠
舎
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　
　
グ
一
七
、

　
三
、
六

小
兵
衛
間
歩
　
慶
長
一
九
年
ご
一
月
小
兵
御
聞
歩
普
請
中
の
出
雲
市
兵
衛
か

　
ら
同
平
東
安
間
歩
水
貫
普
請
申
の
御
勢
作
左
衛
門
の
大
工
が
小
兵
衛
ホ
敷

　
は
東
二
重
に
連
る
と
て
露
外
目
し
か
け
る
と
輩
を
い
る
。
↓
致
ハ

東
妥
当
歩
　
銀
山
記
に
、
山
師
に
…
根
来
寺
僧
の
東
安
息
の
あ
る
こ
と
を
記
す

　
が
、
東
安
聞
歩
は
彼
の
切
り
貢
し
た
も
の
で
あ
ら
5
。
慶
長
一
九
年
頃
に

　
は
已
に
前
述
の
通
り
浸
水
し
て
い
た
ら
し
い
。

四
百
枚
平

半
介
問
下
之
内
川
上
切
詰
横
番
　
備
前
次
左
衛
門
の
持
山
で
慶
長
一
九
年
三

　
月
二
四
日
－
四
門
月
一
一
一
日
切
憎
収
、
㎞
閏
月
一
一
二
疑
i
山
沿
月
一
露
　
ロ
目
に
［
降
霜
番
上
国

　
ま
で
続
い
た
と
い
5
か
ら
、
十
田
山
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
四
百
枚
平
に
他

　
に
闘
歩
な
し
と
記
さ
れ
て
い
る
。
鉛
鉱
石
を
産
し
床
屋
で
使
用
し
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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銀
生
庵
の
動
尚
（
一
）
　
ハ
小
葉
田
）

　
払
鉛
が
捌
か
れ
ず
、
ざ
り
と
て
運
上
間
歩
な
る
が
故
に
採
敢
健
筆
は
違
法

　
で
な
く
処
罰
は
で
き
な
い
。
政
景
は
一
度
は
鉛
鉱
石
翫
持
者
を
調
査
し
封

　
印
を
し
、
や
が
て
一
週
聞
の
日
限
を
切
り
使
製
し
つ
く
す
こ
と
を
命
じ
、
ま

　
た
次
左
衛
門
の
聞
歩
を
は
じ
め
近
所
の
間
歩
一
五
枚
を
取
り
上
げ
口
を
封

　
じ
た
。
一
二
月
山
師
等
は
将
来
鉛
鉱
石
に
付
い
た
場
合
の
没
収
は
已
む
を

　
得
ぬ
が
、
長
期
の
普
請
の
後
故
掘
る
こ
と
を
願
い
湿
て
、
野
景
は
他
の
山
［
奉

　
行
と
は
か
り
明
春
よ
り
札
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
。
聖
瓢
蘇
戴
一
二
盆

溝
＋
郎
寒
蘭
歩
、
壱
貫
四
衙
玉
＋
詩
評
歩
　
元
和
四
年
正
月
肉
奉
行
久
賀
谷

　
氏
よ
り
久
保
田
へ
の
注
進
に
、
四
否
枚
平
の
清
十
郎
山
は
三
、
一
〇
〇
目

　
と
な
り
、
劉
に
一
、
四
五
〇
轡
の
間
歩
も
掲
来
し
、
一
〇
〇
屠
、
二
〇
〇

　
図
の
間
歩
も
出
来
し
た
と
あ
る
。
い
う
象
で
も
な
く
、
以
上
の
銀
高
の
運

　
缶
が
現
わ
れ
た
こ
と
で
、
い
ず
れ
も
漸
見
立
山
ら
し
い
。
噛
が

冥
冥
二
衝
貝
問
歩
、
商
貫
薗
目
浮
歩
　
元
和
四
年
七
月
の
山
　
奉
行
菅
谷
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
こ
し

　
注
進
に
見
え
る
。
こ
れ
も
薪
見
立
ら
し
く
、
元
和
四
年
は
「
本
年
は
少
よ

　
そ
弓
」
と
い
わ
れ
濡
気
を
呈
し
た
の
は
、
専
ら
四
百
枚
平
の
出
銀
に
よ
つ

　
た
。

塩
　
屋
　
平

拾
壱
鑑
呪
言
歩
　
慶
長
一
八
年
蘇
頃
越
前
市
右
衛
門
普
請
中
、
大
工
備
前
作

　
十
郎
は
「
少
々
と
び
つ
き
物
」
が
出
た
が
、
市
右
衛
門
に
も
鄭
ら
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
履

　
掘
っ
た
の
を
山
廻
に
発
見
せ
ら
れ
た
葎
が
起
つ
た
。
疇
噸
璽
議
．
帳

開
先
蛮
右
衛
門
切
出
間
歩
　
元
和
六
年
払
撃
高
が
相
当
多
か
つ
た
理
由
と
し

　
　
て
、
前
年
奏
右
衛
…
門
切
出
の
銀
製
が
「
少
之
間
銀
ク
、
山
　
少
さ
か
り
申

　
候
」
、
そ
の
た
め
諸
方
よ
り
人
が
集
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
・
つ
。
け
激
醗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
ノ
　
　
β

都
　
　
　
平

大
貫
目
激
及
び
横
番
　
元
和
七
年
一
一
月
越
麟
五
郎
二
郎
等
の
都
平
水
貫
普
請

　
は
、
六
貫
目
敷
の
内
横
番
に
打
貫
い
た
。
盆
景
は
こ
の
注
進
を
見
て
本
年

　
は
由
門
よ
く
候
は
ん
と
期
待
し
て
い
る
。
本
巻
横
番
と
も
に
、
以
前
に
古
り

　
と
な
っ
て
い
た
。

南
　
　
　
平

七
狂
暴
樫
鳥
、
二
貫
閉
尊
墨
、
壱
貫
霞
問
歩
　
元
和
八
年
一
〇
離
婁
景
は
江

　
戸
よ
り
下
向
の
途
に
銀
山
　
へ
寄
り
、
南
平
の
款
見
立
の
諸
閥
歩
を
検
分
し

　
た
。
即
ち
斬
見
増
で
、
七
、
0
0
0
目
、
二
、
○
○
○
目
、
一
、
0
0
0

　
霞
の
運
上
山
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
同
所
に
普
請
中
の
も

　
　
の
が
あ
っ
た
。
砥
究

野
　
田
　
陶

　
甲
蝿
兵
左
衛
門
間
歩
及
び
横
番
　
野
田
山
　
は
千
枚
平
の
西
北
の
奥
に
あ
る
。

　
元
和
六
年
一
一
月
兵
左
衛
門
切
由
が
錐
に
つ
き
切
取
の
こ
と
、
つ
い
で
五
、

　
五
〇
〇
屠
の
運
上
由
門
と
な
っ
た
こ
と
が
、
久
保
田
に
報
告
せ
ら
れ
た
。
そ

（　3，1〈｛　）



の
馨
も
三
五
冒
の
堅
轡
な
っ
た
．
璽
騙
、
眠
．

但
馬
惣
左
衛
門
日
歩
　
惣
左
衛
門
の
切
山
は
寛
永
ご
一
年
に
普
請
に
か
か
り
、

　
僅
か
の
鉦
に
遭
っ
た
が
、
普
請
山
　
と
し
て
工
事
を
翌
年
一
〇
月
末
頃
ま
で

　
進
め
た
。
　
一
二
月
は
じ
め
切
取
が
済
み
、
五
、
〇
一
〇
目
の
運
上
山
と
な

　
つ
た
。
そ
の
直
入
に
、
せ
り
手
な
し
と
い
》
つ
山
　
奉
行
の
報
告
に
よ
っ
て
、

　
政
景
は
実
兄
で
藩
老
の
憲
忠
と
計
り
、
コ
絵
像
以
後
は
五
田
山
と
し
、
荷

　
分
に
よ
り
、
間
歩
口
に
人
を
つ
け
出
荷
の
半
分
を
売
ら
せ
代
銀
を
請
取
る

　
よ
う
に
揖
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
二
番
出
は
惣
左
衛
門
持
ち
で
三
、

　
五
一
δ
習
、
蕪
番
自
は
重
留
七
兵
衛
が
惣
庄
衛
門
対
手
に
せ
っ
て
七
三
〇

　
巨
で
請
け
た
。
政
景
は
検
分
の
た
め
一
〇
日
に
銀
山
に
煙
い
た
が
、
当
臼

　
に
二
番
霞
の
せ
り
が
あ
り
、
三
番
山
の
せ
り
は
一
九
日
で
あ
っ
た
か
ら
、

　
前
述
の
荷
分
法
は
実
施
さ
れ
ず
、
依
然
と
し
て
十
巳
自
で
あ
っ
た
こ
と
は

　
明
ら
か
で
あ
る
。
寛
永
七
年
三
月
惣
虚
衛
門
は
水
貫
の
廊
下
が
破
損
し
普

　
請
不
可
能
の
こ
と
を
陳
べ
て
借
米
を
忍
石
た
。
政
嶽
は
前
年
来
の
借
米
は

　
過
分
で
あ
る
が
、
こ
の
聞
歩
登
れ
た
な
ら
ば
鎖
山
に
よ
き
間
歩
な
し
と
し

　
て
、
五
〇
石
を
貸
し
て
い
る
。
元
和
末
か
ら
寛
永
初
年
に
か
け
、
稼
行
の

　
中
心
は
野
田
由
へ
移
り
、
惣
虚
衛
門
闘
歩
が
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
励
謎
逃
押
が
懸
㌔
無
極
、
δ
．

二
貫
二
百
鞠
問
歩
　
寛
永
一
一
年
六
月
野
田
山
に
轟
轟
出
て
山
盛
り
の
風
聞
久

　
　
　
　
　
銀
生
巌
の
動
向
（
一
〉
　
（
小
葉
四
）

　
保
田
へ
ま
で
伝
わ
り
、
や
が
て
山
奉
行
よ
り
注
進
贋
き
“
騒
眠
財
の
状
況

　
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
で
は
な
い
が
、
二
、
二
〇
〇
目
の
間
歩
が
で
き
た
と
あ

　
る
。
黎
＝

南
　
　
　
沢

京
次
兵
衛
間
口
　
南
沢
・
山
灰
焼
沢
の
間
、
従
前
は
聞
歩
の
な
い
場
所
に
、
寛

　
永
四
年
次
丘
ハ
衛
は
普
請
し
て
い
る
。
彼
は
町
入
で
自
稼
行
は
は
じ
め
て
で

　
あ
る
と
い
う
。
政
景
も
善
悪
不
明
と
し
、
と
く
に
借
米
三
〇
石
を
許
し
た

　
が
、
そ
の
後
の
経
過
巣
明
で
あ
る
。
幅
r

　
あ
い
の

問
画
九
兵
衛
問
歩
　
寛
永
四
年
八
月
九
兵
衛
の
切
山
　
が
趾
間
歩
に
打
貫
き
、

　
樋
六
本
を
以
て
古
日
歩
の
水
を
切
肉
よ
り
排
水
し
た
。
そ
の
頃
播
磨
薯
兵

　
衛
も
古
間
歩
を
普
請
し
樋
ご
黍
を
以
て
排
水
成
り
、
無
爵
も
「
此
分
二

　
候
ハ
・
当
月
中
二
能
山
出
来
可
申
か
と
野
津
」
と
期
待
し
た
が
、
さ
ほ
ど

　
　
の
好
結
果
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
御
尋
、

所
在
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の

　
三
薗
給
匁
撒
、
越
葡
平
蔵
敷
　
慶
長
一
七
年
一
〇
月
越
後
七
郎
兵
衛
の
運
上

　
山
　
三
百
拾
匁
敷
は
切
取
山
［
の
越
前
平
蔵
敷
に
打
貫
い
た
。
三
百
拾
匁
敷

　
は
運
上
山
で
あ
る
か
ら
と
て
、
七
郎
兵
衛
は
平
蔵
敷
を
取
る
こ
と
を
主
張

　
　
し
、
政
景
は
打
貫
き
の
場
所
か
ら
平
蔵
敷
の
右
方
を
与
え
た
。
平
蔵
敷
は

　
　
一
八
○
日
の
普
請
で
、
切
取
一
八
日
を
与
え
ら
れ
た
が
、
錐
が
良
い
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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銀
生
産
の
動
向
（
一
）
　
（
小
董
川
田
）

　
三
疑
を
減
じ
、
直
入
を
命
じ
た
。
同
一
〇
月
厳
禁
平
蔵
敷
は
二
、
○
0
0

　
目
の
運
上
に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
一
番
出
直
入
が
一
〇
月
一
七
顕
で
あ
る

　
か
ら
、
こ
れ
は
二
番
出
ら
し
い
。
両
敷
と
も
本
敷
で
あ
る
。

酒
霞
石
兵
衛
問
歩
　
慶
長
一
三
年
酒
井
・
入
見
両
氏
が
山
奉
行
当
時
に
、
申

　
山
八
郎
丘
ハ
循
・
大
津
弥
右
衛
門
が
七
、
四
〇
〇
類
の
運
上
に
請
け
た
が
、

　
山
悪
く
運
上
全
く
滞
り
、
元
和
三
年
に
至
っ
て
八
郎
兵
衛
分
担
三
、
九
〇

　
〇
醤
申
二
、
○
○
○
旦
貝
隠
し
て
管
免
せ
ら
れ
た
。
匙
ざ

酒
田
佐
左
衛
門
間
歩
　
寛
永
初
年
よ
り
佐
右
衛
門
が
普
請
し
た
。
南
沢
あ
た

　
り
ら
し
い
。
幅
r

　
院
内
銀
山
は
、
殆
ど
開
坑
の
は
じ
め
か
ら
浸
水
の
困
難
に
当
面
し

た
。
盛
大
な
間
歩
が
短
時
口
に
し
て
捨
り
と
な
っ
た
主
要
な
原
因
は

涌
水
で
あ
る
こ
と
は
政
景
聞
記
に
よ
っ
て
も
了
得
で
き
る
。
間
歩
の

普
請
稼
行
と
併
行
し
て
排
水
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
水
貫
闇
歩
即
ち
撲

水
坑
の
詫
言
に
よ
っ
て
弱
り
聞
歩
0
復
興
の
計
画
が
多
く
試
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
。
水
貫
（
抜
）
工
事
の
主
な
る
も
の
を
併
せ
て
記
し
て
お
く
。

干
放
平
滝
ノ
下
大
水
貫
　
こ
の
水
貫
は
前
述
し
た
如
く
銀
山
開
創
後
ま
も
な

　
く
切
ゆ
は
じ
め
た
千
枚
平
の
中
枢
的
大
排
水
坑
で
あ
る
が
、
慶
長
一
九
年

　
春
頃
に
は
四
つ
留
口
ま
で
浸
水
す
る
有
様
で
、
初
期
の
主
要
鉱
坑
．
の
集
ま

　
　
つ
た
千
枚
平
泳
坑
が
多
く
廃
棄
に
帰
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
年
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
、

月
よ
り
与
左
衛
門
本
敷
の
差
水
を
二
面
を
以
て
樋
立
二
五
本
で
大
水
貫
へ

引
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
一
月
八
顕
の
条
に
コ
千
枚
樋
引
賃
銀
五
貫
六

頁
目
二
山
先
侭
介
播
麟
藤
兵
衛
申
請
候
、
真
長
直
訴
二
て
せ
り
詰
也
」
と

あ
り
、
山
奉
行
真
崎
長
右
衛
門
の
許
で
、
叢
叢
賃
を
せ
ら
し
め
山
先
言
介

等
が
請
負
つ
た
の
で
あ
る
。
樋
引
が
藩
営
と
な
る
以
前
は
大
坂
久
蔵
が
請

け
て
い
た
。
一
二
月
は
じ
め
久
蔵
は
二
五
本
の
樋
下
の
与
左
衛
門
・
本
敷
の

札
を
返
上
・
た
が
・
そ
の
雷
雷
撃
の
樋
壷
勝
渤
蕪
下
良

主
の
担
当
で
あ
る
が
、
そ
の
経
費
に
堪
え
ら
れ
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
即

ち
藩
営
樋
引
以
前
は
、
大
水
貫
の
札
本
と
な
っ
て
お
り
、
大
水
貫
横
番
の

講
掛
に
割
付
け
て
樋
引
さ
せ
た
他
の
樋
九
本
も
藩
営
以
後
は
彼
が
引
請
け

る
結
果
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
水
貫
の
横
番
で
水
位
以
下
を

調
査
す
る
と
、
備
前
惣
右
衛
門
二
つ
、
能
登
太
郎
底
心
衛
　
一
つ
、
大
坂
久
蔵

八
つ
あ
り
、
そ
の
内
、
か
と
か
樋
引
を
必
要
琳
砿
の
と
す
る
も
の
惣
右
衛

門
・
太
郎
兵
響
二
つ
宛
、
七
左
衛
門
；
撫
繕
難
の
六
つ
で
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
に
よ
り
割
付
け
た
。
太
郎
兵
衛
は
久
蔵
の
残
り
七
つ
の
横
番
に
竜
分
担

を
主
張
し
た
が
、
調
査
の
結
果
、
二
挺
分
の
水
仕
上
り
で
は
浸
水
し
な
い

の
で
、
三
盛
水
仕
上
が
つ
た
時
に
割
蚤
て
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
久
蔵
は

千
枚
本
敷
の
横
番
に
も
ね
ど
り
樋
引
と
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
5
の

で
、
調
査
し
た
が
、
ね
ど
り
樋
一
挺
位
水
仕
上
っ
て
も
浸
水
せ
ざ
る
こ
と
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が
判
明
し
た
。
し
か
し
藩
當
の
墨
引
は
政
景
の
意
見
で
、
萌
春
よ
り
罷
め

る
こ
と
と
し
た
。
陀
読
ゴ
産
、
．
肥
、
三
・
六

　
元
和
四
年
四
月
政
景
は
主
命
に
よ
り
銀
山
検
分
に
赴
き
、
滝
ノ
下
大
水
貫

　
の
内
都
に
て
、
与
左
衛
門
本
塁
に
疏
通
す
る
水
貫
普
請
の
情
況
を
記
し
て

　
い
る
。
山
先
伝
介
、
同
二
郎
右
衛
門
、
越
後
清
十
郎
三
人
の
普
請
で
、
髄
二

　
　
な
ら

　
挺
並
び
一
七
本
立
が
設
備
で
き
る
如
く
工
事
し
、
顔
様
の
計
測
で
は
「
少

．
し
塩
翁
の
方
へ
ふ
れ
、
二
聞
程
高
く
抜
け
る
」
と
し
て
い
る
。
七
月
出
師

　
等
は
借
米
を
願
い
、
已
に
四
月
借
米
一
〇
〇
石
に
対
し
家
財
・
家
屋
敷
・

族
霊
で
書
入
に
し
、
清
†
郎
ぱ
質
物
な
く
、
潮
先
二
人
は
饗
レ
㍊

騨
難
観
し
返
老
麦
・
圭
二
・
・
石
を
婁
・
れ
や
附
燕
．

誰
」
か
も
な
お
緋
水
成
功
芋
、
翠
二
月
甕
の
命
で
ご
o
O
石

を
貸
し
て
い
る
。

一†

∩
ﾞ
「
水
貫
、
轡
屋
緊
半
水
貫
　
　
昌
ル
和
山
ハ
年
輩
月
山
先
馬
介
、
一
同
二
郎
右
衛
㎎
門

　
は
酒
田
沢
か
ら
口
を
切
り
塩
屋
平
、
千
枚
平
の
水
肥
一
普
請
を
鐵
押
し
た
が
、

町
人
の
家
五
〇
雪
余
も
在
る
の
で
不
許
可
毒
つ
た
。
勉
ハ
陶
伝
介
と
丹
後

徳
右
衛
門
は
、
蒔
直
年
に
、
つ
ら
役
噸
か
ら
千
枚
平
、
塩
肇
の
水

　
貫
の
普
請
を
は
じ
め
た
が
、
政
景
は
五
、
六
野
年
も
か
か
る
こ
と
を
判
断
し

　
て
い
る
。
働
澱
上
顎
七
年
三
月
米
一
〇
〇
石
、
　
一
一
一
月
三
〇
石
、
翌
八
年

　
入
獄
五
〇
石
と
、
千
枚
水
貫
普
請
中
の
加
賀
半
兵
衛
に
鳥
餌
を
許
し
て
い

　
　
　
　
銀
生
塵
の
動
向
（
一
）
　
（
小
曲
集
田
）

　
る
が
、
千
枚
平
の
水
貫
は
諸
方
面
よ
り
試
み
ら
れ
た
ら
し
い
。
半
兵
衛
ば

　
七
年
一
二
月
に
滝
ノ
下
大
水
貫
近
く
ま
で
掘
り
進
ん
だ
と
報
じ
た
が
、
同

九
年
九
議
席
至
り
、
伝
介
、
二
郎
霜
衛
門
の
引
捨
の
璽
四
番
臼
貌
燈

記
臆
の
場
に
抜
け
た
と
い
う
。
薪
、
九
、
元
和
年
間
の
伝
介
ら
の
普
請
は
、

　
そ
の
後
捨
て
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

塩
屋
平
水
貫
　
こ
の
水
貫
は
元
和
五
年
に
成
っ
た
ら
し
い
。
惣
肉
師
相
談
し

　
て
塩
屋
平
一
帯
の
聞
歩
の
樵
…
水
を
各
自
が
行
っ
た
が
、
大
津
徳
蔵
の
み
は

　
水
を
引
か
ず
、
そ
の
た
め
他
の
間
歩
も
水
が
引
か
ず
、
塩
屋
平
惣
山
捨
り

　
の
億
機
に
あ
っ
た
。
翌
年
政
景
は
徳
蔵
に
促
し
て
俳
水
不
能
で
あ
れ
ば
、

　
闇
流
を
没
収
し
余
入
に
渡
す
べ
き
を
命
じ
た
。
肱
ハ
㌍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
フ
　
　
髭

四
颪
放
平
滝
ノ
下
大
水
震
元
和
四
年
四
月
補
講
枚
滝
ノ
下
大
水
貫
普
請
に

米
三
五
石
貸
米
の
こ
と
が
見
え
る
。
監
パ

都
平
水
貫
　
元
和
四
年
四
月
都
平
水
貫
普
請
に
米
三
五
石
貸
米
の
記
事
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
）

　
る
。
越
中
五
郎
二
郎
、
赤
塚
兵
右
衛
門
、
播
磨
治
兵
衛
、
備
前
正
兵
衛
、

　
播
磨
理
右
衛
門
が
行
い
、
一
一
月
に
古
敷
に
打
貫
き
そ
の
水
を
抜
い
た
。

水
貫
猛
撃
口
よ
り
そ
の
古
説
ま
で
≡
宍
壷
影
野
隷
あ
り
、
四
峯

　
以
前
か
ら
の
工
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
工
纂
は
問
六
年
頃
も
つ
づ
き
、
借
米

　
を
願
い
幽
で
た
が
、
前
借
過
分
の
故
を
以
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
七
年
二

　
月
に
は
六
貫
罠
敷
の
横
番
の
端
口
に
打
貫
い
た
。
寛
永
四
年
目
善
政
景
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七

（3t17　）



　
　
　
　
銀
生
灌
の
動
向
（
一
）
　
（
小
葉
昭
）

分
の
際
に
、
正
兵
衛
等
四
人
の
水
貫
普
請
は
四
ヵ
年
か
か
っ
た
が
今
に
極

　
ま
ら
ず
、
貸
米
二
五
〇
石
に
達
し
、
こ
れ
以
上
の
貸
米
は
で
ぎ
ぬ
と
記
し

　
て
い
る
。
こ
の
工
事
も
　
箔
和
年
聞
の
そ
れ
を
、
、
さ
ら
に
延
長
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
麺
翌
ズ
欄
が
陀
亙
酌
．
ナ
六
、
。
、
晦
．

本
山
平
水
貫
　
慶
長
一
七
年
一
〇
月
弥
右
衛
門
間
歩
初
二
間
歩
の
水
貫
普
請

　
を
、
出
先
正
虚
衛
門
、
赤
塚
兵
右
衛
門
が
は
じ
め
、
ご
一
月
に
灘
下
で
脇

　
鎧
に
遭
っ
た
の
で
、
政
景
は
切
取
を
命
じ
た
。
二
人
は
三
つ
の
間
歩
の
水

　
貫
が
潟
標
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
先
の
鍵
も
一
同
に
切
取
下
さ
れ
度
し
と
願

　
い
、
政
景
は
そ
れ
を
退
け
、
直
ち
に
直
入
を
命
じ
た
の
で
、
結
局
二
人
は

　
今
後
錐
な
け
れ
ば
、
こ
の
脇
鍾
で
切
取
を
受
け
、
鍾
あ
れ
ば
直
入
と
す
る

・
と
を
叢
・
や
読
ぺ

　
元
和
六
年
九
月
山
　
三
州
右
衛
門
は
滝
ノ
下
よ
り
水
貫
を
普
請
せ
ん
と
し
、

　
銀
一
一
〇
貫
借
用
を
申
出
で
た
。
こ
れ
当
時
米
九
〇
〇
石
に
絹
当
し
許
さ
れ

　
な
か
っ
た
。
寛
永
七
年
頃
に
は
事
書
庵
、
相
山
　
九
兵
衛
が
酒
肉
平
水
貫
を
普

　
請
し
て
お
り
、
政
景
は
本
藍
の
鉱
は
良
か
ら
ず
と
て
購
遇
し
た
が
、
惣
山

　
師
の
進
言
と
工
事
も
か
な
り
進
捗
し
て
い
る
の
で
、
五
〇
石
を
貸
与
せ
し

め
た
。
統
、
天

中
山
箪
水
貫
　
寛
・
永
四
年
山
先
魚
介
が
並
暴
捌
し
て
お
り
五
〇
石
の
借
米
・
を
陥
計

さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

岩
は
い
沢
水
貫
　
播
磨
蕃
吉
郎
が
京
町
附
近
か
ら
口
を
切
の
、
寛
永
四
年
八

　
月
頃
一
七
〇
表
象
○
間
掘
2
」
い
る
。
笑
二

　
政
景
ほ
記
の
銀
山
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
彼
の
出
奉
行
時
代
慶
長

一
七
一
一
九
年
と
、
そ
れ
以
後
で
は
精
粗
の
差
は
甚
し
い
が
、
山
奉

行
辞
職
後
竜
秋
田
藩
鉱
山
を
総
裁
す
る
任
に
当
り
、
銀
山
の
緊
要
時

に
は
歳
々
下
向
し
て
お
り
、
ま
た
一
切
山
・
切
取
。
運
上
等
に
つ
き

報
告
を
受
け
そ
の
処
理
に
も
与
っ
て
い
る
か
ら
、
銀
山
稼
行
の
大
勢

を
知
る
に
十
分
で
あ
る
。

　
銀
山
の
三
口
は
慶
長
一
コ
年
に
は
じ
ま
る
が
、
初
期
の
重
要
坑
は

千
枚
平
を
は
じ
め
、
本
山
平
・
中
由
平
・
四
百
枚
平
等
に
断
熱
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
か
い

銀
山
記
に
「
十
日
の
日
数
に
、
御
運
上
御
謬
町
上
銀
千
枚
奉
る
、
去

に
覧
て
此
所
千
枚
灯
と
名
付
け
た
診
」
と
記
す
、
千
枚
本
敷
を
親
聞

歩
と
す
る
千
枚
平
に
は
、
十
七
貫
、
八
貫
五
百
目
、
八
貫
三
百
目
、

四
貫
三
百
同
等
の
諸
灯
影
が
開
か
れ
た
。
こ
れ
ら
は
一
番
田
の
運
上

に
、
そ
れ
だ
け
の
銀
高
を
以
て
譜
け
た
間
歩
で
、
十
日
山
で
あ
る
こ

と
い
う
ま
で
も
な
い
。
四
百
枚
平
の
四
百
枚
本
敷
、
本
山
平
の
三
十

枚
間
歩
、
塩
屋
平
の
十
一
貫
閥
歩
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
盛
り

寵渕

ﾊ少

ﾍ
、
　
慶
長
｝
六
、
　
・
七
年
配
唄
に
は
い
つ
れ
も
捨
砂
と
ψ
な
っ
て
潴
む
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そ
の
横
番
、
孫
横
番
乃
至
は
近
隣
に
切
山
が
試
み
ら
れ
て
運
上
山
と

な
っ
た
例
も
少
く
な
い
。
干
枚
平
鴬
笛
の
衰
退
の
主
要
な
原
因
の
一

は
浸
水
で
あ
り
、
そ
の
た
め
滝
の
下
大
水
貫
が
切
ら
れ
、
ま
た
慶
長

後
期
か
ら
寛
永
に
か
け
て
、
こ
の
大
水
貫
を
中
枢
と
し
て
こ
れ
に
託

る
幾
多
の
疏
水
坑
と
、
千
枚
平
の
排
水
口
が
諸
方
よ
り
切
ら
れ
て
い

る
。
し
か
も
経
費
竜
過
大
と
な
り
、
一
般
に
成
功
し
た
屯
の
は
少
い

よ
う
で
あ
る
。
元
和
患
畜
の
重
要
坑
は
四
百
枚
平
の
切
山
に
見
ら
れ

た
。
元
和
四
年
の
三
貫
百
目
の
清
十
郎
山
、
　
一
貫
四
百
五
十
目
、
六

貫
二
十
碍
、
一
貫
百
目
の
諸
間
歩
が
そ
れ
で
あ
る
。
元
和
末
よ
り
寛

永
に
か
け
て
南
平
、
野
田
山
、
南
沢
に
重
要
坑
が
開
け
た
。
寛
永
年

間
に
も
千
枚
平
帯
諸
所
の
水
貫
普
請
が
行
わ
れ
た
が
、
多
く
良
結
果

を
見
ず
、
南
沢
に
も
水
貫
が
掘
ら
れ
た
。
寛
永
以
後
の
山
況
は
、
墨

銀
出
記
に
よ
る
に
、
延
宝
・
貞
享
年
間
、
三
十
放
平
及
び
南
沢
に
て

一
番
山
運
上
銀
一
、
○
O
O
§
以
下
で
、
一
〇
〇
一
三
〇
〇
臼
程
度

の
聞
歩
が
多
く
、
た
だ
貞
享
五
年
の
備
前
弥
治
兵
衛
、
南
源
助
の
普

請
切
取
、
せ
り
主
構
権
右
衛
門
の
二
貫
八
百
目
山
の
み
が
著
し
い
。

黒
沢
氏
が
惣
山
奉
行
時
代
延
宝
年
間
に
、
米
八
、
○
○
○
石
を
軍
内

六
ク
所
の
金
銀
山
に
貸
与
し
、
在
所
に
三
割
利
付
で
貸
つ
け
、
一
割

　
　
　
　
銀
生
産
の
鋤
絢
（
一
）
　
（
小
葉
田
）

二
分
を
上
納
し
一
割
八
分
を
支
給
し
て
普
講
せ
し
め
た
。
院
内
銀
山

で
は
京
野
作
兵
衛
外
三
名
の
南
沢
水
貫
普
請
に
ご
、
○
○
○
石
を
貸

与
し
て
い
る
。
こ
の
頃
は
主
要
坑
は
南
沢
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。

　
産
銀
の
動
向
に
、
切
取
、
運
上
山
稼
行
が
ど
ん
な
関
係
を
も
つ
か
。

そ
の
他
に
、
弾
ず
り
、
道
ず
り
、
流
し
等
も
世
銀
の
一
部
を
成
す
が
、

量
的
に
は
問
題
と
・
ず
る
に
足
き
り
鵡
な
い
。
採
鉱
は
す
べ
て
切
取
及
び
運

上
出
稼
行
の
下
に
行
わ
れ
る
。
笑
際
に
は
切
取
に
よ
る
置
網
が
比
較

的
大
き
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
切
取
は
普
請
H
数
の
一
割
が
原
則

ぞ
あ
る
か
ら
、
短
期
の
普
請
ぞ
鉱
に
つ
い
た
場
合
は
、
切
取
に
よ
る

塵
銀
は
多
く
を
望
ま
れ
な
い
。
し
か
し
切
取
後
の
一
番
山
よ
り
二
番
、

三
番
と
逐
次
運
上
高
が
急
激
に
逓
減
す
る
の
が
常
態
で
あ
る
。
四
百

放
平
広
島
半
介
闇
歩
横
番
が
六
番
山
ま
で
続
い
た
こ
と
は
、
む
し
ろ

少
い
例
で
あ
ろ
う
。
野
田
山
の
担
馬
惣
右
衛
門
切
由
は
、
　
一
番
五
、

】
0
0
目
、
二
番
1
1
三
、
五
ご
○
目
、
三
番
且
七
三
〇
目
で
あ
る
。

続
銀
山
記
に
よ
れ
ば
、
延
宝
六
年
の
三
十
放
平
の
備
前
弥
次
兵
衛
普

請
切
取
闇
歩
は
、
一
番
一
不
明
、
二
番
貼
九
〇
〇
目
、
三
番
一
三
八

○
目
で
あ
妙
、
南
沢
の
同
人
の
普
請
切
取
闇
歩
は
、
一
番
一
三
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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銀
生
産
の
動
向
（
一
）
（
小
葉
田
）

目
、
二
番
一
一
〇
〇
艮
で
あ
っ
た
、
阿
仁
金
山
の
七
十
枚
間
曲
の
如

き
は
三
十
日
山
で
、
一
番
1
1
金
七
〇
枚
、
二
番
1
1
二
放
、
三
番
賎
せ

砂
手
直
入
な
し
、
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
．
金
山
で
は
か
か
る
傾
向

は
特
に
著
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
銀
山
で
も
酒
田
石
兵
衛
…
間
歩

の
如
き
慶
長
、
ご
ご
年
中
山
八
郎
兵
衛
等
が
七
、
四
〇
〇
目
の
運
上
で

請
け
た
が
全
く
塵
心
な
き
状
魍
で
あ
っ
た
、
一
番
山
の
直
入
及
び
せ

り
が
、
切
取
の
鉱
状
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る

が
、
石
兵
衛
闇
歩
や
阿
仁
の
七
十
放
問
歩
の
如
く
、
請
け
た
運
上
も

実
施
不
能
で
あ
っ
た
例
も
少
く
な
い
。

　
逮
上
高
の
決
定
は
切
取
の
鉱
状
が
基
礎
と
な
る
こ
と
は
前
述
の
通

り
で
あ
る
が
、
な
お
具
体
的
に
は
鉱
石
の
良
否
及
び
感
量
、
闇
歩
の

淺
深
、
磐
の
状
況
、
特
に
涌
水
の
事
情
等
が
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
蜘
師
の
経
験
に
三
つ
く
判
断
が
あ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
は
多
分
に
投
機
的
な
も
の
が
作
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は

山
師
が
幾
度
か
の
失
敗
を
繰
り
返
し
な
が
ら
稼
行
を
続
け
、
遂
に
は

例
外
な
く
負
債
を
持
ち
悲
惨
な
境
涯
に
沈
倫
し
た
所
以
で
も
あ
る
。

費
金
属
極
盛
期
の
近
世
初
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
経
営
法
は
一
般
に
、

小
区
馨
鯉
馴
を
限
定
・
、
翻
を
短
く
し
計
韻
姦
の
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

師
を
し
て
競
争
稼
行
せ
し
め
た
、
こ
の
薩
山
法
は
一
時
に
生
産
を
高

め
運
上
を
増
し
た
が
、
　
闘
歩
の
荒
廃
を
早
め
た
、
　
即
ち
無
計
画
的

に
、
表
層
部
に
多
か
っ
た
金
鉱
の
み
を
め
ざ
し
て
暴
掘
す
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
⑨

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
運
上
の
増
減
が
大
．
体
に
産
銀
の
高
下
に
関
係
あ
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
閥
に
定
ま
っ
た
比
率
・
が
あ
る
わ
け
で

は
決
し
て
な
い
。
山
師
が
契
約
し
た
運
上
は
、
由
況
の
如
何
に
拘
わ

ら
ず
貢
納
す
べ
き
義
務
を
も
つ
。
そ
れ
故
運
上
由
で
も
実
際
の
採
鉱

の
行
わ
れ
な
か
っ
た
例
も
あ
り
得
る
し
、
二
〇
目
山
、
　
一
〇
目
山
の
　
の

如
き
僅
少
の
運
上
の
山
で
墨
産
霊
唇
た
憂
の
生
票
豫
想
麟

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
和
六
年
銀
由
の
三
期
払
鉛
の
高
が
近

年
に
な
い
程
多
い
の
に
拘
わ
ら
ず
、
運
上
（
聞
歩
）
が
な
い
の
は
不

審
で
あ
る
と
唐
虞
は
述
べ
、
こ
れ
に
対
し
国
師
等
は
、
去
年
塩
谷
平

に
て
山
盛
変
右
衛
門
切
爵
の
闇
…
歩
の
鑓
少
々
よ
く
山
や
や
盛
り
諸
方

よ
夢
人
集
ま
り
、
ま
た
鍵
が
良
質
で
な
い
た
め
鉛
を
多
く
要
す
る
と

答
［
え
て
い
る
。
こ
の
年
九
月
ま
で
に
銀
二
二
〇
貫
に
達
す
る
鉛
を
消

費
し
て
お
り
、
そ
れ
は
生
産
費
の
一
部
を
成
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
幾
倍
か
の
断
熱
あ
っ
た
竜
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
閤
歩
運



上
は
殆
ど
無
か
っ
た
の
で
あ
・
．
讐
敵

　
闇
歩
運
上
高
を
年
度
別
に
知
る
こ
と
は
出
　
来
な
い
が
、
少
し
触
れ

て
お
く
。
銀
山
記
の
諸
役
運
上
銀
員
数
之
事
と
題
し
た
記
事
に
、

コ
間
歩
御
運
上
毎
年
不
同
在
、
是
銀
五
、
六
拾
貫
目
宛
」
と
あ
る
。

こ
の
諸
役
運
上
銀
の
記
事
は
、
慶
長
一
六
、
七
年
の
諸
役
運
上
銀
の

高
と
比
較
し
、
銀
由
開
創
に
近
い
最
盛
期
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
の
内
に
「
流
し
銀
拾
貫
目
」
と
あ
る
が
、
元
一
一
ご
年
春

役
の
流
し
銀
二
〇
目
で
、
政
道
は
「
山
風
時
ハ
拾
貫
浮
華
内
外
二
罷

成
高
聴
」
と
い
っ
て
い
る
．
ヨ
　
ず
潮
型
ハ
年
の
六
i
充
月
の

穴
ず
砂
、
と
さ
ぎ
の
み
は
ぎ
、
道
ず
り
の
役
を
含
め
た
聞
歩
運
上
は
、

七
、
＝
七
目
三
分
野
あ
り
、
翌
年
春
幕
府
へ
貢
納
し
た
元
瀦
六
年

分
の
運
上
金
上
中
の
院
内
分
の
内
、
聞
歩
、
慢
ず
り
は
＝
一
、
四
三

冒
と
な
っ
て
い
る
．
藷
騙
悲
．
築
四
年
の
四
－
七
月

の
同
じ
運
上
は
五
八
○
目
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
元
和
の
は
じ
め
播
磨

善
吉
郎
が
二
つ
の
山
を
切
叙
し
山
が
栄
え
、
同
五
年
山
添
套
右
衛
門

が
少
々
よ
き
鍵
を
出
し
た
闇
歩
を
切
り
諸
人
集
ま
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
ら
は
衰
微
に
傾
い
た
銀
出
に
と
っ
て
、
さ
さ
や
か
な
盛
り
と
い
え

る
、
寛
永
七
年
に
は
、
開
創
当
初
の
一
つ
の
開
歩
に
も
匹
敵
し
な
い

銀
生
出
鷹
の
勤
向
（
一
）
　
（
小
曲
茶
田
）

惣
右
衛
門
間
歩
の
水
貫
成
ら
ね
ば
、

れ
て
い
る
．
諺
、
天

当
山
に
よ
き
闘
歩
な
し
と
記
さ

①
東
京
都
史
料
館
所
蔵
荒
谷
丈
書
寛
政
元
年
西
五
月
院
内
銀
由
舗

　
々
書
上
覚

②
　
元
籐
年
間
、
秋
顕
藩
よ
り
資
銀
を
給
甚
し
て
水
抜
警
諮
…
せ
し
め
ら
れ
た

　
こ
と
は
、
岡
本
元
朝
日
甜
に
も
見
え
る
。
（
碧
緑
一
五
、
五
、
二
四
以
下
）

　
院
内
町
郷
土
誌
に
「
旧
説
豊
訳
、
宝
永
四
年
銀
山
水
抜
ノ
大
切
始
ル
」
と

　
あ
る
が
、
宝
永
四
年
は
む
し
ろ
大
切
山
竣
成
の
年
で
、
羽
州
雄
勝
郡
院
内

　
銀
寅
惣
絵
図
は
こ
れ
を
魍
㎜
示
し
炉
塞
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
水
貫
の
明
細
は
、

　
例
え
ば
雄
賭
再
起
小
野
一
村
大
内
櫨
二
郎
所
…
蔵
の
天
保
三
年
の
水
二
時
に
よ
り

　
窺
わ
れ
る
。

③
　
長
は
生
野
の
例
で
は
行
地
の
と
き
六
尺
、
上
下
の
と
き
七
尺
を
い
う
。

④
子
横
番
は
薫
宝
要
録
K
い
う
孫
横
番
に
当
る
。
至
宝
要
録
に
は
、
横
番
、

　
孫
横
番
は
す
べ
て
本
番
の
支
配
で
札
も
本
番
主
の
名
で
と
る
と
撮
す
が
、

　
隆
盛
期
の
近
世
初
期
で
は
、
小
横
番
で
す
、
ら
も
瑚
個
の
出
主
が
札
を
と
る

　
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

⑤
薫
宝
要
録
に
「
院
内
侵
出
、
畑
銀
山
水
抜
の
ふ
し
ん
な
く
ば
、
疾
に
潰

　
る
べ
し
」
と
記
し
、
　
「
院
内
銀
由
水
抜
ふ
し
ん
一
ヶ
所
な
ら
ず
す
る
ゆ
へ
、

　
此
普
詰
…
成
就
し
た
ら
よ
か
る
べ
き
と
思
ひ
、
山
中
を
繊
ぬ
者
多
し
」
と
い

　
つ
て
い
る
。

⑥
口
記
に
、
「
久
蔵
二
つ
し
と
あ
る
が
、
「
七
つ
の
久
蔵
横
番
」
と
矛
盾
し
、

　
「
但
七
左
衛
門
共
漏
山
地
っ
二
割
引
」
　
と
も
△
憤
致
し
な
い
。
　
一
つ
の
誤
禍
ン
で

四
一
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銀
生
岬
薩
の
動
山
隅
（
一
）
　
（
小
葉
函
）

あ
る
。
興
左
封
門
敷
を
藩
営
で
樋
三
輩
で
引
い
た
こ
と
を
「
滝
下
大
水

　
抜
本
つ
ぼ
御
公
儀
よ
り
引
被
成
」
と
も
あ
る
。
恐
ら
く
は
与
左
衛
阿
本
然

　
か
ら
根
取
り
樋
二
挺
引
い
て
、
水
圏
が
あ
”
、
こ
こ
が
そ
の
頃
は
大
水
貫

　
内
の
主
要
な
俳
水
場
と
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
ご
五
本
で
樋
引
い
て
穴

　
水
榊
坦
へ
流
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑦
三
人
の
提
揖
し
た
経
費
の
内
訳
、
水
引
樋
三
四
本
一
本
に
二
入
つ
つ
三

　
欝
欝
二
〇
四
人
、
大
エ
組
六
窓
一
番
に
五
人
つ
つ
計
三
〇
人
、
樋
横
目
組

　
三
下
誹
一
五
人
、
樋
大
工
組
三
替
欝
六
人
、
手
代
四
人
、
飯
焚
六
人
、
木

　
切
四
人
、
以
上
合
計
二
六
九
人
、
　
㎜
ケ
月
米
一
〇
〇
石
。

⑧
切
取
を
以
て
稼
行
は
一
段
落
す
る
。
従
っ
て
そ
の
後
は
（
別
の
稼
行
と

　
し
て
）
新
札
を
う
け
て
薪
普
請
と
な
る
。
　
二
人
は
切
取
を
す
れ
ば
「
跡
‘

　
（
今
ま
で
の
）
ノ
普
請
ノ
失
脚
を
、
此
つ
る
に
て
切
坂
致
事
迷
惑
候
」
と

　
い
っ
て
い
る
。

⑨
別
子
銅
山
を
五
ケ
年
契
約
で
次
々
と
更
新
し
永
く
幕
蔚
よ
り
請
け
た
住

　
友
氏
の
記
録
に
、
請
出
K
お
い
て
は
計
画
的
に
採
鉱
な
ぎ
の
経
営
す
る
こ

　
と
の
長
所
を
述
べ
た
も
の
が
あ
る
。

二
　
運
上
諸
役
・
御
払
鉛
の
趨
勢

　
鉱
業
に
関
す
る
税
、
山
方
視
の
多
寡
が
産
銀
高
昇
降
の
線
に
沿
う

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
仏
。
営
業
視
、
物
品
移
入
税
、
地
子
等
の
増

減
牧
は
銀
山
町
の
景
況
を
反
卜
す
る
も
の
で
あ
り
、
銀
由
に
は
銀
を

四
二

』

＋
分
一
（
入
役
）

板
　
役

流
　
し

ず
り
下

道
ず
り

か
ら
み
役

大
康
役

灰
吹
雪

面
　
役

地
子
役

鍛
冶
役

餅
　
役

た
ば
こ
役

一
〇
〇
、
○
○
○
余

　
一
三
、
○
○
〇

　
一
〇
、
○
○
〇

　
三
、
○
○
○
・

　　一三ー一五
五二〇〇〇〇〇一

｝　　1　　S　　N　　S　S　　S　S

番
醒
匹
（
桶
や
・
ひ
も
の
や
）
役
二
、

風
霞
役

炭
灰
役

米
小
売
役

材
木
役

め
ん
類
役

傾
械
役

造
酒
役

お
こ
し
米
役

院
内
・
横
堀
・
小
磐
棚
役

下
院
内
傾
城
役

院
内
酒
役

小
野
・
横
堀
灰
吹
役

自
長
倉
至
院
内
川
ず
り
役

計

三
、

一
〇
、

三
、

三
、

三
、

＝
、五

、

○
O
O

O
O
O
余

○
○
○
余

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

O
O
O

O
O
O

○
○
○

一
、
三
〇
〇

三
、
O
O
O

二
八
○
、
○
O
O

　
　
　
　
　
三
一
、
○
○
〇

　
　
　
　
　
　
六
、
五
〇
〇

　
　
　
　
　
　
一
、
八
○
〇

　
　
　
　
　
　
六
、
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
四
〇
〇

鉄
・
か
ら
み
と
も

　
　
　
　
　
一
五
、
五
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
四
〇
〇

　
艶
出
　
　
九
九
、

院
内
・
小
野
・
横
堀

　
　
　
　
　
　
九
、
六
〇
九

銀

九
九

｝

院
内

傾
城
役

一一�@　四一　　九
I　　N　　I　N　　I　1

六　　概定
｝　1　　1

○一四八五四一五三一三七〇八六一六一五
八○〇五〇五八○〇五〇五〇六二〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

し
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除
い
て
外
に
殆
ど
生
産
物
な
く
、
こ
れ
も
全
く
産
調
状
況
に
基
づ
く

と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
運
上
諸
役
蔦
の
年
度
別
の
統
計
的
数
字
を
示

す
こ
と
な
ど
は
繊
来
な
い
が
、
ま
ず
二
つ
の
場
合
を
対
比
し
、
そ
れ

よ
の
出
発
し
　
若
干
の
税
目
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
が
右
の
表
で
あ

①る
．
　
（
上
段
は
開
劇
早
女
の
頃
、
下
段
は
慶
長
一
八
年
春
役
、
単
位

は
銀
匁
）

　
右
は
持
役
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
無
役
を
原
則
と
し
た
出
役
畜

　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
　
蒸
　
　
役
　
　
　
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
如
き
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
上
下
院
内
、
小
野
、
横
堀
の
税
に
つ

い
て
は
、
銀
山
と
有
機
的
な
連
関
を
持
つ
も
の
で
後
述
す
る
。
し
か

ら
ば
役
持
の
〆
高
が
ど
の
程
度
に
貢
納
で
き
た
か
。
慶
長
…
八
年
春

役
に
つ
い
て
見
よ
う
。
　
（
上
表
）

　
こ
の
内
納
分
の
明
細
が
書
き
洩
れ
た
竜
の
が
あ
り
、
こ
の
種
の
項

目
に
役
持
よ
の
山
奉
行
に
宛
て
た
「
未
進
に
負
申
候
ゑ
々
」
の
書
状

を
貼
付
し
た
屯
の
が
あ
り
、
そ
の
脱
落
し
た
分
も
あ
ろ
う
。
や
は
り

お醐昧灰道鍛湯造番めず蘇傾流械地床入
，　　　　　　　　　匠

1木米£吹1冶1酒1姦略

　　　　　　　　　や
役役役役役役役役役役役役役役役し核子役役

「
期
限
内
納
高
面
年
内
納
遇
備

三
｝
、

一
五
、

一
二
、

六
、

　
一
、

　
照
、

　
六
、

　
九
、

、
六
、

　
一
、

二
、

　三六七四四一八五六一ニー一三八五五五〇
八○〇五〇〇〇六〇二五〇〇〇〇〇〇〇五〇
PQOOOOOOOOOOOOOOOOOO
越京太伊越京備越中越京舞備斜角若丹加能加

衛衛央ら衛衛門門ら衛衛衛門ら介衛衛衛ら衛
九
、

九
、

四
、

二
、

三
、

二五八六一〇七
五〇〇六〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇

四　四一　三八五八
1　1　　1　I　　N　　X　　S

○
○
〇

三
五
二

〇
二
一

三
一
〇

八
○
○

八
○
〇

六
四
〇

三
六
〇

四
五
〇

四
一
〇

九
五
〇

六
〇
〇

三
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

床
屋
四
九
闇
罹
災
、
　
一
ケ
月
分
免
除

察
屋
二
八
三
軒
罹
災
、
五
ケ
旧
〃
分
免
除

年
内
未
進
分
一
、
八
四
〇

罫
書
二
軒
罹
災
、

湯
屋
一
〇
軒
同
、

年
内
未
進
分
一
、

一
ケ
月
分
業
除

一
ケ
月
分
免
除

一
五
〇

元
和
元
年
に
慶
兀
納

罹
災
K
よ
リ
ニ
○
免
除

銀
生
塵
の
動
向
（
一
）
　
（
小
葉
瞬
）

貼
付
さ
れ
て
い
る
紙
片
に
記

し
た
次
の
合
計
分
を
、
上
掲

の
細
目
か
ら
正
確
に
計
爵
し

か
ね
る
の
は
、
そ
の
た
め
で

あ
ろ
う
。

役
惣
高
九
九
、
O
八
○

　
内
、
轟
ハ
一
ご
、
二
一
七
一
　
。
五

　
　
　
　
　
　
　
済
　
　
分

　
　
　
　
山
ハ
、
一
八
七
冨
一
・
五

　
　
　
　
　
　
　
罹
災
免
除

　
　
　
　
＝
、
五
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
死
者
分

　
　
　
】
ご
ハ
、
三
一
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
未
進
分

　
　
同
論
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銀
鮒
由
麗
の
鋤
｝
向
（
一
）
　
（
小
葉
田
）

　
室
長
一
九
年
正
月
政
景
は
義
宣
の
意
を
う
け
銀
山
に
到
噸
未
進
役

持
を
処
理
し
た
．
加
賀
長
兵
衛
は
未
進
四
二
、
八
二
〇
目
三
の
内
、

一
、
○
○
○
目
既
納
分
、
九
、
九
五
九
目
五
二
入
役
取
立
未
済
分
、

二
八
三
目
○
ご
地
子
取
立
未
済
分
、
ご
、
　
一
一
七
匿
一
ご
は
家
財
妻
子

の
値
、
一
、
六
四
〇
目
　
〇
六
惣
山
師
町
人
の
勧
進
、
計
一
五
、
○
○
○
目

を
当
月
中
に
納
め
る
こ
と
と
し
、
能
登
太
郎
兵
衛
外
罪
名
の
山
師
町

人
請
人
と
な
り
、
ご
月
一
一
日
を
過
ぎ
未
納
の
と
き
は
本
人
岡
然
に

籠
舎
さ
れ
た
し
と
す
る
請
書
を
出
し
た
。
伊
勢
茂
次
右
衛
門
は
未
進

一
ご
、
三
〇
〇
目
の
内
、
三
、
○
○
○
目
は
当
月
内
に
、
二
、
○
○

○
目
は
二
月
中
に
納
め
る
こ
と
と
し
、
請
人
山
先
正
左
衛
門
同
…
様
の

請
書
を
禺
し
た
．
茂
次
右
衛
門
は
同
年
春
の
た
ば
こ
役
持
で
あ
る
が
、

一
八
年
秋
の
同
じ
役
持
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
の
未
進
は
他
に
竜
役
を

持
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
兵
衛
に
至
っ
て
は
入
段
、
地
子
の
外
慶
長

一
七
年
春
床
役
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
角
館
弥
勤
は
未
進
八
、
五
〇

〇
藏
の
内
、
二
、
○
○
○
目
は
二
月
一
〇
口
ま
で
に
納
め
る
こ
と
と
し
、

大
坂
七
左
衛
…
門
外
一
名
が
請
書
を
辞
し
た
。
彼
は
傾
城
屋
で
慶
長
一

七
年
秋
以
来
少
く
と
竜
傾
城
役
持
ぞ
あ
っ
た
。
　
一
九
年
秋
役
の
決
め

に
、
義
宣
の
意
向
と
し
て
八
貫
以
上
朱
進
者
長
兵
衛
面
一
〇
名
が
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

り
に
加
わ
る
こ
と
を
禁
じ
た
、
元
和
董
年
春
銀
山
不
況
に
な
り
、
政

景
は
山
師
及
び
未
進
の
処
理
の
た
め
銀
山
に
赴
い
た
が
、
慶
長
ご
二

年
及
び
同
一
五
年
一
元
瀦
ご
年
の
八
ケ
年
の
運
上
諸
役
未
進
は
計
二

八
二
、
八
四
九
登
山
あ
っ
た
．
そ
の
処
理
法
と
し
て
、
入
役
、
炭
灰

役
、
灰
吹
役
、
材
木
役
、
米
小
売
役
、
お
こ
し
八
前
は
従
前
通
の
持

た
し
め
る
。
役
持
は
直
役
切
替
を
望
ん
だ
が
、
情
状
に
よ
り
減
額
す

る
と
て
押
付
け
た
。
傾
城
役
、
鍛
冶
役
は
役
持
が
請
高
通
り
納
め
る

こ
と
を
承
認
し
、
．
流
し
、
湯
風
呂
の
両
翼
は
役
持
の
希
望
を
退
け
取

り
上
げ
、
そ
の
他
は
唐
笛
が
請
高
納
付
が
不
納
と
い
う
の
で
、
同
じ

く
直
役
と
し
た
。
彊
役
に
切
替
え
た
役
に
つ
い
て
は
、
ニ
ケ
角
器
を

役
楚
蔵
置
嵩
め
、
役
に
よ
っ
て
は
減
経
て
い
る
．
蓑
二
、
．

設い

Z
は
じ
め
義
宣
集
進
五
、
○
○
○
摂
上
は
交
籠
舎
家
屋

敷
妻
子
欠
所
、
以
下
は
家
屋
敷
妻
子
欠
所
に
処
す
べ
き
内
意
を
伝
え

た
が
、
藁
堆
は
そ
れ
で
は
山
潰
滅
す
る
と
て
、
前
述
の
処
理
を
以
て
義

宣
の
了
解
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
役
持
が
流
し
、
湯
風
呂
に
限
り
継

続
を
望
ん
だ
の
は
、
流
し
は
以
前
の
盛
幽
の
と
き
一
〇
、
○
○
○
目

内
外
に
も
達
し
、
、
当
時
二
○
鳳
で
は
少
額
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
湯
髭

は
一
〇
軒
ほ
ど
あ
り
一
軒
一
ケ
月
二
五
目
、
　
一
ケ
月
一
五
〇
目
と
な
『
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つ
て
、
半
年
一
〇
〇
目
の
請
高
は
余
り
に
低
い
か
ら
で
あ
る
．
課
役

ほ
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
に
つ
い
て
欝
は
難
騎
解
岩
蟹
課
ご

ケ
月
分
が
公
響
れ
て
い
る
．
役
回
春
秋
二
季
控
弘
二
朋
各
半

年
分
の
役
を
請
切
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
業
者
に
つ
い
て
公
定

の
役
高
を
取
り
立
て
る
。
そ
れ
故
湯
風
呂
役
の
如
き
順
当
に
徴
牧
で

き
れ
ば
、
役
持
の
余
剰
牧
益
は
甚
だ
大
き
い
。
し
か
る
に
既
述
の
通

り
役
持
の
未
進
が
多
く
出
来
す
る
の
は
、
そ
の
徴
牧
が
実
際
に
は
豫

想
通
り
ゆ
か
ぬ
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
は
鉱
業
を

基
盤
と
す
る
経
済
が
、
浮
動
性
が
強
く
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
に
関

「
連
す
る
。
元
和
三
年
二
月
に
役
持
が
請
負
の
辞
退
を
申
出
た
理
由
と

し
て
「
年
内
ハ
春
二
罷
成
候
ハ
ハ
、
御
山
も
よ
く
罷
成
候
ハ
ん
と
存

候
而
、
御
役
共
過
分
に
せ
り
あ
け
申
候
所
に
、
存
外
に
御
山
弥
々
悪

罷
成
」
と
い
っ
て
い
る
。
由
師
に
は
前
章
に
も
述
べ
た
よ
う
に
町
方

の
営
業
に
従
事
し
た
も
の
が
多
い
し
、
ま
た
艶
事
と
な
っ
た
も
の
も

少
く
な
い
。
闇
歩
・
水
貫
の
普
請
等
に
は
、
相
当
大
き
な
資
金
を
必
要

と
す
る
竜
の
が
多
い
。
こ
れ
は
甚
だ
危
険
な
投
資
と
な
る
性
格
を
持

つ
も
の
で
、
課
役
の
徴
牧
金
が
廻
転
せ
ら
れ
て
、
遂
に
回
牧
不
能
と

な
る
竜
の
が
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
こ
れ
が
役
持
の
未
進
を
大
き
く

　
　
　
　
　
銀
生
瀞
薩
の
動
向
（
一
）
　
（
小
簸
納
購
）
・

し
た
他
の
重
要
な
原
　
囚
で
あ
る
。

　
諸
役
の
公
定
が
銀
山
の
景
況
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
な
推
移
の
途
を

辿
っ
た
か
。

　
入
役
は
慮
長
一
九
年
春
役
を
小
川
闘
兵
衛
…
、
太
田
喜
介
が
太
田
六

太
夫
対
手
に
せ
っ
て
、
五
二
、
五
〇
〇
目
で
請
け
た
。
未
進
負
い
の

役
持
は
、
し
か
る
べ
き
請
人
を
た
て
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
六
太
夫
の
請

人
山
先
正
友
衛
門
は
四
五
、
○
0
0
国
以
上
の
請
高
で
は
保
証
で
き

ぬ
と
述
べ
て
い
る
。
元
和
三
年
春
の
入
役
持
山
先
聖
左
衛
門
、
湊
八

右
衛
門
は
返
上
を
願
い
禺
で
た
が
、
山
勘
悪
化
の
た
め
で
あ
る
。
翌

四
年
春
吋
高
野
聖
の
長
野
、
し
う
園
が
薩
摩
の
福
原
笹
葺
…
門
を
対
手

に
　
三
五
、
○
○
○
目
で
せ
り
持
つ
た
が
、
こ
れ
は
一
ケ
年
の
請
田

で
あ
っ
た
。
陣
四
紀
、
陰
．
同
葦
に
は
入
役
の
せ
皐
臨
く
、

幾
割
か
の
前
懸
銀
が
持
役
の
場
合
の
例
で
あ
る
が
こ
れ
を
免
除
し
、

ま
た
月
割
に
納
め
る
法
を
許
し
た
が
、
誰
が
請
け
た
か
不
明
で
あ
る
。

同
六
年
は
豊
後
太
左
衛
門
が
一
ケ
年
四
〇
、
五
三
〇
目
，
で
請
け
た
。

財ハ

I
紀
五
．
航
よ
箭
、
元
和
二
年
の
役
綴
黒
蜜
野

聖
長
春
が
持
ち
、
三
、
五
七
五
目
余
の
未
進
残
夢
、
同
四
年
一
一
月

に
は
飢
渇
に
瀕
し
て
山
奉
行
、
役
人
よ
り
食
物
を
施
さ
れ
て
露
命
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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銀
生
産
の
動
向
へ
一
）
　
へ
小
葉
閏
い

　
　
　
　
　
　
　
ひ
じ
り

つ
な
ぐ
有
様
で
、
濫
淫
を
勧
進
し
五
〇
〇
目
を
納
め
て
宥
免
の
こ
と

を
訴
を
い
る
．
滞
空
元
和
六
年
の
霧
塞
尖
爾
竜
未

進
二
、
三
六
〇
目
あ
り
、
同
八
年
五
月
に
至
り
一
、
○
○
○
目
を
納

め
残
り
を
年
内
に
済
ま
す
と
い
う
こ
と
で
、
妻
子
を
銀
山
か
ら
久
保

田
へ
移
す
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
左
に
入
役
高
を
一
括
し
て
表
示
す
る

初
期
一
季
分

慶
長
一
八
春

　
　
一
九
藤

元
二
四
春
秋
合

　
　
六
　
〃

寛
永
四
　
〃

が
、
最
後
だ
け
が
笑
牧
人
高
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
元
和
二
、
三
、

五
の
各
年
も
未
進
多
く
銀
山
の
不
況
が
推
測
さ
れ
る
。

　
由
役
に
炭
か
ま
役
と
よ
き
な
た
役
が
あ
る
。
炭
か
ま
は
一
人
で
幾

筒
も
持
ち
下
人
に
販
売
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
書
士
を
記
し
た
札

を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
銀
山
記
に
炭
か
ま
五
八
○
筒
と
あ
る
は
初
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
わ
　
こ

の
盛
時
の
こ
と
で
あ
る
。
炭
か
ま
は
由
利
郡
境
の
笹
根
子
沢
に
多
く

集
っ
て
お
り
、
懸
長
一
九
年
頃
に
は
、
炭
か
ま
が
町
よ
り
遠
く
な
9
、

笹
根
子
番
屋
の
弾
手
ま
で
中
荷
持
を
設
け
た
い
と
申
請
し
て
い
る
。

一
〇
〇
、
○
○
○
貝

三
一
、
○
○
〇

四
五
、
○
○
〇

三
五
、
○
○
〇

四
〇
、
五
三
〇

　
一
〇
、
二
八
六
・
六
二

　
　
他
は
請
高
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
購
六

寛
永
ご
年
頃
に
は
由
利
領
で
焼
く
よ
う
に
な
り
、
よ
き
な
た
の
方
も

同
七
年
頃
に
は
銀
山
の
薪
を
切
り
つ
く
し
他
領
で
薪
役
を
納
め
て
切

る
よ
う
に
な
っ
た
。
慶
長
一
．
七
年
一
〇
月
山
役
四
ケ
月
分
五
、
八
一

二
目
　
を
久
保
田
へ
上
納
し
、
同
…
九
年
｝
二
月
岡
じ
く
ニ
ケ
置
畳
｝
、

五
六
二
二
九
を
山
奉
行
真
崎
長
右
衛
…
門
よ
砂
政
景
に
6
1
継
い
で
い
る
。

一
ケ
月
分
が
一
、
四
五
三
目
と
七
八
一
目
四
五
と
な
り
、
炭
か
ま
一

筒
に
つ
き
二
〇
目
で
あ
る
か
ら
、
よ
き
な
た
役
を
計
算
に
入
れ
な
く

と
も
、
七
〇
箇
余
と
三
六
箇
余
と
な
り
、
初
期
よ
り
余
程
減
っ
て
い

る
。
ま
た
元
彌
六
年
の
正
i
九
月
ま
で
＝
ハ
、
　
一
〇
〇
目
ぞ
あ
っ

た
。　

営
業
税
の
一
例
と
し
て
傾
城
役
を
み
よ
う
。
慶
長
一
八
年
春
役
の

請
高
は
初
期
に
比
し
四
割
位
と
な
っ
て
い
る
。
同
一
七
年
七
月
銀
山

傾
城
役
持
角
館
…
弥
介
は
、
　
現
在
傾
城
町
の
業
者
五
入
の
内
、
　
一
一
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勘
忍
）

は
近
日
中
上
方
へ
去
り
、
二
名
は
傾
城
…
人
つ
つ
で
「
か
ん
に
不
罷

成
」
転
鐵
せ
ん
と
し
、
自
分
一
人
の
み
で
は
町
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
も
不

可
能
の
こ
と
故
、
他
の
商
売
の
許
可
あ
れ
ば
転
餌
希
望
の
二
人
を
抑

留
し
、
毒
忌
を
も
迎
入
れ
て
町
を
ふ
さ
ぎ
得
よ
う
と
願
賜
で
た
。
同

年
三
月
に
は
傾
城
屋
長
崎
茂
左
衛
門
残
し
た
。
彼
は
少
く
と
も
四
人
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の
傾
城
を
抱
え
て
い
た
が
、
そ
の
一
人
は
已
に
二
〇
〇
鼠
の
か
た
に

質
屋
に
書
入
と
な
り
、
茂
左
衛
門
の
若
者
久
次
が
跡
を
差
配
し
た
が
、

彼
も
倉
隠
し
て
し
ま
っ
た
．
陀
鰭
訟
ハ
三
．
弥
介
の
麓

が
未
納
の
状
態
は
前
述
し
た
。
元
和
四
年
頃
は
傾
城
役
一
切
な
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

い
わ
れ
た
。
そ
れ
は
娼
婦
た
る
や
と
い
女
が
増
加
し
た
た
め
と
考
え

ら
れ
た
。
声
嚢
は
出
奉
行
に
示
達
し
て
、
や
と
い
女
一
ケ
月
一
人
の

雇
賃
の
一
割
を
徴
回
せ
し
め
、
召
使
女
と
か
賃
銀
一
〇
目
以
下
の
も

の
は
除
い
た
。
こ
れ
は
一
人
の
雇
主
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
の
で
、

若
し
そ
の
女
を
他
人
に
貸
し
た
場
合
は
借
手
貸
手
相
方
に
過
料
銀
一

放
宛
を
科
し
告
人
に
身
る
・
と
と
し
た
．
彫
課
一
三
元
和
六
年
は

や
や
由
は
活
気
を
見
せ
た
が
、
傾
城
役
な
く
、
や
と
い
、
せ
ん
た
く

屋
が
多
い
た
め
と
い
わ
れ
た
。
や
と
い
役
を
一
割
よ
り
ご
割
に
増
し
、

せ
ん
た
く
役
は
一
ご
目
を
配
属
に
し
た
。
せ
ん
た
く
竜
娼
婦
の
こ
と
ら

　
③

し
い
。

　
藩
の
専
売
制
に
御
払
鉛
、
御
払
米
が
あ
り
、
払
鉛
は
精
…
錬
上
不
可

欠
の
も
の
で
あ
り
、
払
米
は
銀
山
唯
二
の
主
食
で
あ
っ
た
か
ら
、
砂

払
及
び
銀
墨
書
の
動
態
を
常
套
緩
す
塗
の
で
あ
る
、
野

竹
に
つ
い
て
は

後
章
に
考
え
る

　
　
　
　
　
銀
生
産
の
鋤
削
向
（
一
）
　
（
小
葉
田
）

　
慶
長
一
七
年
内
に
銀
山
の
十
分
一
鉛
蔵
に
纏
め
ら
れ
た
と
見
ら
れ

る
鉛
の
量
を
、
日
記
か
ら
集
計
す
る
と
山
秤
で
一
一
、
四
三
九
貫
三

一
ほ
ど
と
な
る
。
こ
れ
に
は
記
載
も
れ
も
栢
当
あ
ろ
う
し
、
前
年
度

の
残
り
鈷
も
含
ま
れ
る
。
同
年
内
に
山
奉
行
が
銀
座
よ
り
受
取
つ
た

叙
爵
代
銀
と
、
払
直
段
は
銀
一
翼
に
つ
き
鉛
二
五
〇
目
で
あ
る
こ
と

か
ら
二
黒
は
次
の
如
く
獲
・
場
｛
転
即
い
事
業
ハ

三
月
　
　
　
銀
　
一
五
、
ご
二
八
貝
九
五

四
月
　
　
　
　
　
　
一
九
、
コ
〇
一
目
〇
五

一
一
月

　
（
一
日
i
一
五
日
）
八
、
九
八
入
国

鉛
　
三
、
七
八
四
貫
七
四

　
四
【
、
〇
五
〇
貫
二
山
ハ

二
、
コ
四
七
貫

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
年
払
鉛
高
凡
そ
四
－
五
〇
、
○
○
○
貫
と

見
ら
れ
る
。
慶
長
一
九
年
六
月
八
日
の
条
に
「
突
出
床
…
数
四
ケ
所
余

御
座
候
由
、
増
置
ヘ
ハ
床
一
ケ
所
二
付
戴
拾
吹
ほ
と
か
ね
吹
不
二
候

ヘ
ハ
仕
当
あ
ひ
不
申
由
、
左
候
ヘ
ハ
一
吹
二
鉦
五
、
六
十
目
宛
窪
く

べ
申
候
ハ
て
ハ
不
発
勘
恢
徴
候
、
　
蓋
然
…
二
鉛
煽
銀
薫
煙
四
、
　
五
十
目
斗
か

や
う
く
う
れ
季
候
由
申
候
」
と
あ
る
。
こ
の
頃
四
百
枚
平
備
前
次

右
衛
…
門
事
態
に
鈷
鉱
石
を
産
し
床
屋
が
使
製
し
た
た
め
聴
罪
が
裁
く

売
れ
ず
、
事
情
を
調
査
し
た
山
奉
行
に
対
し
、
山
先
山
地
鼠
か
ら
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞬
七
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銀
生
産
の
励
望
阿
（
一
）
　
（
が
葉
田
）

よ
う
な
鋸
鉱
石
利
用
な
く
ば
、
当
時
の
禺
鉱
量
に
応
じ
当
然
売
捌
か

れ
る
べ
き
払
鈴
の
見
込
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
床
数
は
こ

の
頃
少
く
と
竜
四
〇
以
上
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
か
ら
四
グ

所
は
或
は
四
〇
ケ
所
の
誤
り
で
あ
ら
う
。
ま
た
当
時
大
床
の
荒
吹
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り
　
　
の

お
い
て
、
ご
番
吹
に
は
一
番
吹
の
か
ら
み
を
合
わ
せ
吹
き
、
二
番
吹

　
　
　
　
　
　
　
　

の
か
ら
み
は
捨
て
ら
れ
て
用
を
な
さ
ぬ
。
そ
れ
で
二
番
吹
の
鉛
使
用

は
余
程
減
る
わ
け
で
、
一
番
吹
と
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
場

合
は
、
さ
よ
う
な
区
別
に
及
ば
ず
大
体
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

凡
そ
百
の
婿
鉛
騰
暫
－
五
〇
貫
の
計
算
と
馨
．
ま
た
代

銀
の
方
か
ら
見
る
と
、
払
鉛
竜
王
は
慶
長
一
七
年
と
元
和
初
年
の
そ

れ
を
比
較
し
て
、
　
一
九
年
に
は
前
者
の
銀
一
目
に
つ
き
錯
二
五
〇
目

よ
り
や
や
鉛
が
直
下
げ
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
銀
二
四

〇
一
二
五
〇
閂
は
、
大
体
銀
四
t
五
〇
貫
の
代
と
な
る
。
こ
の
一
臼

払
鉛
高
を
以
て
、
年
三
を
推
す
こ
と
は
冒
険
で
あ
る
が
、
試
み
に
計

算
す
れ
ば
慶
長
一
九
年
の
払
鉛
高
一
五
、
○
○
○
一
一
八
、
○
○
○

貫
と
な
る
。
元
和
四
、
五
年
の
払
錯
銀
高
は
次
の
如
く
で
あ
り
、
五

年
の
直
段
は
銀
一
目
に
つ
き
六
七
〇
目
で
あ
っ
た
か
ら
、
四
年
も
岡

様
と
仮
定
し
て
払
錯
高
を
計
算
し
て
お
く
。

ニル

a
四
　
・
銀
　
　
一
コ
山
ハ
、
七
七
五
日
門
一
山
職
業

元
和
五

一
点
ハ
一
、
九
七
一
日
【
四
門

．
四
八

内
一
、
四
三
四
鼠
一
六
八

　
　
　
　
　
鈴
座
未
進

鉛
入
、
八
七
四
璽
宍
一
七
六

一
一
、
三
三
七
貫
九
九
八

元
和
六
年
は
三
三
i
先
皇
写
影
朋
釧
の
払
雛
高
三

九
、
四
六
七
目
八
で
あ
り
、
内
、
正
月
－
二
月
六
日
払
鉛
六
七
二
貫

晶
翌
。
貫
代
銀
δ
、
至
吉
で
あ
る
．
銀
颪
鉛
七
冒

の
直
言
で
、
九
ケ
月
の
払
鉛
高
一
五
、
三
二
二
貫
七
四
六
と
な
蟄
、

百
に
つ
き
至
↑
七
貫
の
割
と
な
る
．
絃
脚
星
δ
月
の
出

奉
行
の
注
進
に
「
鉦
は
一
日
に
五
二
、
三
貫
目
払
候
」
と
あ
る
か
ら
、

あ
年
払
楚
平
均
し
た
割
合
で
払
わ
れ
た
ら
し
い
．
五
六

元
和
六
年
か
ら
翌
七
年
に
か
け
て
銀
由
や
や
盛
り
、
七
年
四
月
の
山

奉
行
の
注
進
に
「
山
飯
能
候
て
切
取
直
入
山
四
ツ
五
ッ
御
座
候
由
、

御
鉦
ハ
壱
ロ
一
芸
壱
貫
目
（
払
代
銀
）
ほ
と
う
れ
候
」
と
あ
る
。
寛
永

四
年
の
正
一
七
月
の
払
鉛
代
銀
は
、
七
九
、
七
六
七
目
三
六
で
あ
る

か
ら
、
払
鉛
高
潔
、
五
八
三
貫
七
一
五
二
で
、
こ
の
割
合
と
す
れ
ば
同

年
の
高
は
九
、
六
〇
〇
甚
ど
と
な
る
．
轡
型
況
悪
く
な
る
と
、

由
師
等
が
ま
ず
請
願
す
る
の
は
拝
借
借
米
と
御
払
米
鉛
の
直
下
げ
で
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あ
る
。
寛
永
八
年
五
月
長
ら
く
銀
一
目
鉛
七
〇
目
で
あ
っ
た
直
段
を

一
〇
冒
に
引
下
げ
た
．
聖
↓
天

　
精
錬
に
お
け
る
鉛
の
使
用
量
の
多
少
が
、
直
ち
に
産
銀
の
そ
れ
を

正
し
く
示
す
竜
の
で
は
な
い
。
至
宝
要
録
に
も
鉛
を
多
量
に
入
れ
て

r
吹
く
山
と
然
ら
ざ
る
山
に
お
け
る
増
価
決
定
の
問
題
を
述
べ
て
い

る
。
元
和
六
年
米
錯
の
費
消
多
き
に
掬
わ
ら
ず
、
駆
歩
運
上
少
く
、

銀
山
に
出
向
い
た
政
景
は
「
山
奉
行
不
念
か
、
山
先
山
仕
自
存
ヲ
致

力
、
人
あ
れ
ハ
乙
そ
米
竜
買
、
か
ね
二
荷
あ
れ
ば
こ
そ
釘
竜
買
候
処

　
二
、
御
運
上
不
足
の
所
不
審
」
と
し
た
と
こ
ろ
、
山
先
山
師
の
答
申

に
よ
れ
ば
、
去
年
襟
先
・
糞
右
衛
門
切
禺
の
間
歩
少
女
よ
く
諸
方
よ
り

人
集
ま
り
米
売
れ
、
ま
た
鍵
良
か
ら
ず
鉛
が
過
分
に
要
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
元
和
六
年
変
量
鉛
代
銀
三
〇
〇
貫
町
外
、
そ
れ
を
含
む
吹

賃
は
も
と
よ
り
生
産
費
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
運
上
を
余
り

支
出
で
き
な
い
こ
と
は
、
生
産
費
が
大
き
く
、
余
剰
が
少
い
と
い
う

・
と
に
な
る
．
生
産
衡
す
る
要
払
は
当
時
は
灰
吹
銀
簾
鍵
を

以
て
支
払
わ
れ
る
。
生
産
を
超
過
す
る
生
産
費
は
、
そ
の
頃
の
弾
弓

経
営
の
性
格
上
、
早
急
に
採
掘
を
放
棄
せ
し
め
る
。
元
和
六
年
に
は

運
上
は
殆
ど
な
い
と
い
わ
れ
た
が
、
叢
誌
は
恐
ら
く
一
一
二
、
○
○

　
　
　
　
　
銀
生
産
の
鋤
殉
（
一
）
　
（
小
葉
田
）

○
貫
を
多
く
下
る
・
も
の
ぞ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
院
内
銀
山
の
産
銀
高
の
旧
知
ぞ
き
る
の
は
、
　
一
八
世
紀
末
の
一
部

及
び
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
、
次
飾
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
多
く
の
仮
定
に
即
し
て
、
鉛
の
消
費
量
に
関
適
し
て
精
錬
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
が
ね

高
の
推
測
を
試
み
て
お
く
。
難
場
法
律
に
よ
る
と
、
中
品
の
鉱
三

〇
〇
貫
を
荒
吹
灰
吹
し
て
銀
三
貫
を
う
る
に
、
鉛
二
〇
〇
斤
を
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
減
消
す
る
分
は
こ
○
貫
と
計
算
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
鉛
一

〇
、
○
○
○
貫
を
費
消
し
た
…
場
合
、
中
品
の
鉱
に
て
銀
一
、
五
〇
〇

貫
ほ
ど
を
得
る
こ
と
と
な
る
。

　
以
上
見
来
っ
た
如
く
、
間
歩
の
推
移
と
そ
の
性
格
、
運
上
諸
役
及

び
御
払
錯
の
趨
勢
よ
り
、
銀
山
の
開
創
よ
り
数
ケ
年
闇
の
初
期
。
慶

長
末
一
元
和
・
寛
永
の
三
期
に
産
銀
高
に
顕
著
な
差
が
あ
り
、
魚
期

の
内
に
は
多
少
の
起
伏
は
あ
っ
て
も
全
般
的
に
時
代
と
と
竜
に
低
減

し
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
（
こ
の
章
未
完
）

①
上
段
は
銀
山
認
に
、
下
段
は
即
詠
日
記
巻
二
の
下
に
当
る
三
蔵
八
口
院

．
内
銀
山
春
諦
｝
役
椥
娩
二
上
銀
建
取
覚
帳
に
よ
る
。
諌
言
鵡
欄
の
｛
尚
が
一
ケ
年
の
分

　
で
な
い
か
と
の
疑
い
が
あ
る
が
、
春
秋
二
季
の
持
役
法
が
実
施
せ
ら
れ
て

　
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
P
、
ま
た
持
役
高
が
額
面
通
り
に
納
済
さ
れ
る
こ

　
と
は
銀
山
経
済
の
性
格
上
困
難
で
あ
っ
て
、
銀
山
説
の
認
載
は
政
景
観
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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銀
生
産
の
鋤
酬
漁
」
（
一
）
　
（
小
葉
田
）

　
の
そ
れ
と
同
様
に
、
初
期
の
年
度
の
聯
熱
い
ず
れ
か
の
持
役
高
を
摘
記
し

　
た
も
の
か
と
推
定
さ
れ
る
。

②
　
諸
役
運
上
は
す
べ
て
運
上
隠
で
計
算
さ
れ
る
の
で
、
銀
建
内
外
の
通
用

　
に
は
京
職
即
ち
れ
い
て
ん
ぐ
目
を
以
て
す
る
。
数
字
は
京
樽
で
は
二
割
増

　
と
な
る
。

③
佐
渡
で
は
近
世
初
期
の
盛
由
時
代
に
、
洗
灘
賃
を
稼
ぐ
婦
女
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
が
し
だ
い
に
…
娼
婦
化
し
た
の
で
あ
る
。

④
　
鉛
山
鷹
の
双
得
と
し
て
串
呂
鉛
の
代
銀
の
一
部
分
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
、

　
払
鉛
は
こ
の
代
銀
相
当
分
の
外
に
多
少
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　
ど
　
　
　
　
　
　
　
あ
も
み

（回

D
坑
揚
法
傭
伴
　
　
ふ
鷺
方
会
所
第
轟
ハ
　
　
一
壷
肌
｛
で
一
ロ
H
に
新
鉱
一
八
、
　
九
貫
、

　
　
　
　
ら
　
　
　
ロ
　
　
　
リ

　
こ
れ
に
か
ら
み
を
過
牛
調
和
し
て
総
高
四
〇
欝
ハ
、
　
一
度
吹
高
八
欝
〔
と
し
て

　
五
塵
吹
と
な
る
。
荒
吹
毎
に
鉛
を
熱
感
使
用
、
新
鉱
か
ら
み
合
し
て
八
貫

　
を
梵
吹
し
中
品
の
鉱
で
三
〇
目
位
の
銀
は
歯
る
も
の
で
、
五
度
一
五
〇
積

　
を
得
よ
う
。
三
〇
〇
貫
の
鶏
制
鉱
に
対
し
て
以
上
の
火
処
二
〇
ケ
所
位
必
要

　
で
、
結
局
銀
三
貫
を
得
る
に
鉛
二
〇
〇
斤
を
使
用
し
減
少
す
る
分
は
凡
そ

　
二
〇
貫
と
な
る
。
こ
れ
だ
け
の
銀
を
う
れ
ば
、
当
晦
（
江
｝
戸
後
期
）
で
は

　
山
主
の
利
益
は
諦
謁
麓
曲
賀
を
差
引
嚢
湘
嶺
轟
八
で
あ
る
と
い
う
。

蜀
と
ペ
ル
シ
ア

　
柴
の
張
唐
英
二
〇
二
九
1
δ
七
一
）
の
蜀
…
欝
机
は
五
代
の
蜀
の
事
を
記
し
た

書
で
あ
る
が
、
其
申
に

　
広
政
元
年
（
九
三
八
）
二
月
、
昆
誰
雷
す
ら
く
、
後
宮
蛇
を
産
み
、
人
の
心

　
肝
を
取
り
て
食
5
、
と
。
百
姓
驚
恐
し
、
遽
月
偏
に
止
む
。

な
る
記
載
が
あ
る
。
こ
の
誹
言
の
内
容
は
、
有
名
な
ペ
ル
シ
ア
の
詩
人
フ
ィ

ル
ド
ウ
シ
（
九
三
九
一
一
9
δ
頃
）
の
シ
ァ
ー
ナ
ー
マ
ー
の
始
に
出
て
く
る

　
ゾ
ー
ア
ー
ク
王
の
両
肩
に
悪
魔
が
接
吻
す
る
と
、
そ
こ
へ
二
匹
の
蛇
が
生

　
え
た
。
王
は
以
後
、
入
を
殺
し
て
そ
の
脳
で
蛇
を
養
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

　
た
。

と
善
衝
5
物
語
と
同
根
の
も
の
で
は
な
か
ろ
5
か
と
思
う
。
少
し
突
飛
な
考
の

よ
5
だ
が
、
唐
以
後
、
鰯
と
西
域
と
は
、
恐
ら
く
錦
を
媒
介
と
し
て
、
案
外
密

接
な
開
墾
が
あ
っ
た
。
猫
藷
難
名
に
長
妥
囲
ヨ
昌
創
p
訂
と
並
ん
で
蜀
》
影
「
箆
ρ

が
載
せ
ら
れ
、
鑑
譲
録
巻
四
に
蜀
申
土
生
波
斯
な
る
李
殉
が
あ
り
、
九
無
毒

巻
七
に
万
州
の
人
に
て
本
波
斯
之
種
な
る
石
処
温
が
あ
る
。
錦
里
書
旧
伝
巻

山ハ

�
V
一
兀
年
条
の
西
域
胡
僧
隅
満
…
多
ゴ
一
湘
脳
、
巻
レ
七
広
弧
以
五
＃
†
条
の
西
域
胡
一
撃
、

資
治
遙
鑑
巻
二
五
二
威
七
十
門
年
条
の
注
に
引
く
成
都
記
の
胡
僧
、
概
貌
項

雷
逸
文
巻
二
の
威
逓
申
の
実
話
三
蔵
僧
な
ど
竜
皆
ペ
ル
シ
ア
入
で
あ
ろ
う
か
。

北
夢
墳
雷
巻
縮
に
見
え
る
青
城
県
弥
勒
会
（
金
剛
禅
）
妖
人
な
る
者
は
う
嘗

て
重
松
俊
章
教
授
が
論
ぜ
ら
れ
た
館
き
、
宋
初
の
離
副
菜
事
魔
の
教
に
接
続
す

る
マ
ズ
ダ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
宮
崎
市
定
）
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The　Outpdt　’　of　Silver　in　the．　Innai．（院内）Silver　Mine

　　　by

A．　Kobata

The・utput・f　s11・er・f　theエ・謡si1・eμnl・・e．rα・cheαitS　s面mit　in

a　few　years　after　its　．exploitation　in　1607　and　de¢lined　gradi！ally　’in　tlie

thi・ti…f・h・c・1・乞・・ア・Thi・p・・ce・・田i・魚11y　．d・・c曲¢d　i・癒・dl・li’・・

of　U皿ezu漁s批kage（梅庫政景），　t　kn1畠ht．of．．　the　Akita－haili（秋闘藩）．．

During　these　thirty　years　niany　of　the　ptts　were　abolished　becaitse　of

tlie　floodings　and　the　mtLlaflinipistration　’on　the　part　oii　the　1，dyd．・　The

manageihent　of　the　inine　in　thos’e　days　was　to　auction　or－f　the　pits　tmiong

the　entrepreneurs　xvho　exploited　ih　their　tttrn　only　the　rich　pi　trs，　exhaus－

ting　the　veins　of　the　in　ine．　Tlie　output　of　tlie　ln’nai’　is’　not　kiiiowi｝　to

us　till’@the　end　of　the’eighteenth　cvanttiry，　but　froiin　tl｝e　calculation　of

taxatlon　and　of　the　lead　for　refinery　’ 翌?　can　esthnate　the．　output’of　silver

at　the　be．cr’innlng　of　the　niine　to　be　as　inuch　as　20，000　lcilog．　ramnits　a’

year．　・　・　　一
　　　　　　　　　　　　Letters　Patent　in　the　Ming　Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．　Saeki

　　In　the　succesive　i｝eriodg　after　the　Stvng　dynasty　th6　incoines　k’om　tlie

monopo／y　of　s乙し1t　Pltしye窪註grαしt　role　in　the　State　f正nance．　It　量s　盤o

exasr．tr・　eratiop，　there，　fore，　to　say　／that　the　absolute　monarchies　characteris－

tlc　of　the　modiern．’erti　of　thE｝　Chinese　were　all　baseti1　upon　this　sonrce

of　revenue．　．　The　nionopolistic　income　of　salt　from　Liang　huai　（de：ff＃．）

occupied　a　1’）alf　of．　the　total　revenue，　bt｝t　since　the　latter　part　of　the

eighteenth　c・vantui’y　it　witne3se5　in’／Lladml．nistrtztions　in　the　salt　inanage一一

ment．　About　this　time，　on　the　other　h！xnd，　XVestern　powers　begall　to

permiL’ite　andi　the　Chibese　stLxv　the　ou　tbrc？ak　of　the　Opiuin　NVar．　IFacing

this　difficult　finan6ial　sitrn・Lt　ion　the　Sttite　tried　to　reforin　the　sal＃　ad－

in2nistration　of　Lit｝ng　hut・“　and　inaugtirate5　tl｝e　systein　’of　letters　paten　t

…11ed　P‘i…一魚（粟法）．　My． wi4・　thi…ti・1・三・t・i・lv・・七19・・te　tl・e

・・ゆ・・f・the　pate・t・and　tl・・cf・c蟷亡蹴e・in　whi・h　i庶・・b・…．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．　49．2　〉


